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令和6年9月18日に委員会を開催し、次のとおり議決したので議事録を添えて報告する。 

 

記 

 

案         件 審査結果 少数意見 

議案第76号 令和6年度備前市国民健康保険事業特別会計補正予算（

第2号） 
原案可決 なし 

議案第77号 令和6年度備前市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第2号） 
原案可決 なし 

議案第78号 令和6年度備前市介護保険事業特別会計補正予算（第

2号） 
原案可決 なし  

議案第84号 令和5年度備前市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 
認定 なし 

議案第89号 令和5年度備前市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
認定 なし  

議案第90号 令和5年度備前市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 
認定 なし 

議案第97号 令和5年度備前市病院事業会計決算の認定について 
認定 なし  

議案第98号 岡山県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 
原案可決 なし 

議案第109号 備前市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について 
原案可決 なし  

請願第12号 介護保険の訪問介護基本報酬引下げの撤回に関する意

見書の提出を求める請願 
採択 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜所管事務調査＞ 

 認知症対策について 

 地域の新たな介護サービスの展開について 

 介護認定の状況について 

 書かない窓口について 

 

＜報告事項＞ 

 マイナ保険証の登録率及び利用率について（保健課） 

 スマートデバイスによる個人の健康管理サービスの進捗状況について（保健課） 

 令和 6年度特定検診、各種健康診断の実施状況について（保健課） 

 新型コロナワクチンの定期接種について（保健課） 

 市民ふれあい福祉まつり・こどもまんなかフェスタについて（社会福祉課・こどもまんなか課） 

 新型コロナウイルス感染症の状況について（病院） 

 3病院における奨学生の状況、効果について（病院） 

 マイナンバーカードの取得状況について（市民課） 

 PFAS搬出の進捗状況について（環境課） 

 最終処分場における水質検査結果（ダイオキシン）について（環境課） 

 クリーンセンター備前 2号炉の修繕工事について（環境課） 
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厚 生 文 教 委 員 会 記 録 

 

招 集 日 時 令和6年9月18日（水） 午前9時30分 

開議・閉議 午前9時30分 開会  ～ 午後3時13分   

場所・形態 委員会室 会期中（第4回定例会）の開催 

出 席 委 員 委員長 中西裕康 副委員長 青山孝樹 

 委員 土器 豊  守井秀龍 

  立川 茂  藪内 靖 

  奥道光人  草加忠弘 

欠 席 委 員  なし   

遅 参 委 員  なし   

早 退 委 員  なし   

列 席 者 等 議長 西上徳一   

傍 聴 者 議員 なし   

 報道関係 あり   

 一般傍聴 なし   

説 明 員 市民生活部長 藤森仁美 市民課長 文田義宣 

 市民協働課長 木和田純一 環境課長 岡村 巧 

 
保健福祉部長 
兼福祉事務所長 

久保山仁也 保健課長 高橋多恵子 

 介護福祉課長 梶藤さつき 社会福祉課長 菊川智宏 

 こどもまんなか課長 竹林伊久磨   

 総合支所部長 馬場敬士 三石総合支所長 瀬尾茂樹 

 日生総合支所長 横山修一 吉永総合支所長 新庄英明 

 
病院総括事務長 
兼 吉永病院事務長 

藤澤昌紀 備前病院事務長 小野田一義 

 日生病院事務長 隅谷淳就 備前さつき苑事務長 山口久美子 

審 査 記 録 次のとおり    
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              午前９時３０分 開会 

○中西委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの御出席は８名でございます。定足数に達しておりますので、これより厚生文教委員

会を開会いたします。 

 本日は、午前中に保健福祉部関係の議案審査、請願審査、所管事務調査を、午後から病院事業

関係の議案審査、報告事項、所管事務調査を、最後に市民生活部、総合支所部関係の報告事項、

所管事務調査を行います。 

 まず、議事に入る前にたくさんの資料の提出をしていただきまして誠にありがとうございまし

た。 

********************** 議案第76号の審査 *********************** 

 それではまず、議案第７６号令和６年度備前市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について審査を行います。 

 議案第７６号について質疑を希望される方は挙手をお願いいたします。 

○立川委員 １０ページ、１１ページで委託料、電算システムの改修委託料１９万８，０００円

という金額が上がっとんですが、歳出ですね。これについてどういうシステムの改修なのか、ど

こへされたのか、お教えいただきたいと思います。 

○高橋保健課長 今年１月１日から始まった産前産後の保険料の減免に対する国への交付申請が

電子化されることに伴いまして、国保調整交付金のシステム、両備システムズでございますが、

システムの改修が特別調整交付金１０分の１０で行われますので、歳入歳出ともに計上させてい

ただいております。 

○立川委員 これは法律が変わるたびにということなんでしょうか。一旦変更したら大体どのぐ

らいもつんですか。 

○高橋保健課長 このたびの改修につきましては、産前産後の保険料の減免の割合が変わらない

限りはこのまま続くと思っております。これまで紙媒体でメール等で申請していたものが、国保

との直通の国保ＬＩＮＥというシステムで直接電子申請を行うというものでございます。 

○守井委員 同じページ、一般会計の繰り出し、過年度分の精算金ということで精算しておりま

すけど、この原因はどういうところによって精算金が発生しておるんでしょうか。 

○高橋保健課長 過年度分の精算金ですが、一般会計より法定で繰入れを行っております。主に

は職員が、正職員が１人減になりましたので、職員給与費の大幅の減と、あと事務費の繰入れが

減少したことにより、精算金が増加しております。 

 事務費の繰入れにつきましては、令和４年度大幅に被保険者数が減少したことに伴いまして、

国保連合会への負担金が減額になったこと、また第三者行為の賠償金の手数料が少なかったこ

と、また収納率が減少しておりますこと等が合わさっての一般会計の精算金が昨年度より増とな

っております。 
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○守井委員 結局は一般会計へ繰り出すということですから、戻すという考え方の精算というこ

とになるんでしょうかね。 

○高橋保健課長 法定どおりで繰入れさせてもらいますので、一般会計へお戻しいたします。 

○中西委員長 ほかにはございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら質疑を終結してよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これより議案第７６号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第７６号は原案のとおり可決されました。 

 以上で議案第７６号の審査を終わります。 

********************** 議案第77号の審査 *********************** 

 続きまして、議案第７７号令和６年度備前市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

について審査を行います。 

 議案第７７号について質疑を希望される方は挙手を願います。 

○奥道委員 １１ページの過年度分保険料等負担金、２款のところですね。簡単に説明をお願い

できますか。 

○高橋保健課長 過年度分保険料等の負担金につきましては、５年度の後期高齢者の決算が確定

しましたので、それに伴い広域連合への負担金を計上しております。増額になっているのは、令

和４年度に大幅に後期高齢者の医療費が上昇したことにより、過年度分で追加で負担金が生じた

ために計上しております。 

○中西委員長 ほかにはございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、質疑を終結してよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これより議案第７７号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議はありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第７７号は原案のとおり可決されました。 

 以上で議案第７７号の審査を終わります。 

********************** 議案第78号の審査 *********************** 

 次に、議案第７８号令和６年度備前市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）の審査を行い

ます。 
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 議案第７８号について質疑を希望される方は挙手を願います。 

○守井委員 １７ページの国県支出金等の過年度分返還金６，５９８万３，０００円、人員の問

題ということで調整して、結果としてこういうことになったんではないかと思いますけども、そ

の内訳はどういうことになっているか、御報告願えますか。 

○梶藤介護福祉課長 国県支出金等の過年度分精算金につきましてですけども、国、県の負担金

につきましては年度当初国から配分された給付金ということで入ってまいります。４年度の精算

になるんですけども、４年度につきましてはコロナ禍以降４年度の給付費が一番低く経緯をしま

したので、介護給付費について返還する額が大幅に増えております。国の介護給付費の返還金が

２，９００万円ほどです。それから、県費への介護給付費の返還が２，４００万円ほどというこ

とになりますので、ほぼほぼ給付費の返還ということで占めているような状況です。 

○守井委員 それは返還しなければならない元の理由は、人員の関係なんですか、それか医療費

等の精算の関係によって返還しなければならないことになったのか。 

○梶藤介護福祉課長 介護給付費になりますので、要介護、要支援の方がサービスを使うことに

係る費用が４年度については返還する額が多かったという状況です。 

○立川委員 細部説明見ますと６年度人員配置ということで、４５ページでも一般管理費で時間

外の手当とかいろいろ上がっとんですけど、どのような人員配置、どこが増えてどの業者が増え

たかお教えいただけますか。 

○梶藤介護福祉課長 人員配置によるものにつきましては、職員の異動によるものなんですけど

も、ここでいう一般管理費の職員手当につきましては、人員としましては昨年度とは変わってお

りません。事情としましては、配置されている職員の勤務年数の違いによって時間外についても

単価が変わってくることと、それから途中年度当初ですけども、産休に入った職員がおりまし

て、そのあたりで事務量の増というところが原因となっています。 

○立川委員 内的なところというところで、別にサービス部門の人数が減ったとか、増えたと

か。これは今回増えとんですけど、というようなことはあまり関係しなくていいわけですか。 

○梶藤介護福祉課長 こちらの一般管理費の職員につきましては、事務の職員の部分になります

ので、専門職ではないです。 

○立川委員 １６、１７ページ、基金積立金、介護給付と準備基金積立金が１億円されておりま

すが、今幾ら残高残っていましたっけ。 

○梶藤介護福祉課長 今年度１億円を積み立てまして１３億９，６００万円ほどになりました。 

○中西委員長 ほかにはございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 
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 これより議案第７８号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第７８号は原案のとおり可決されました。 

********************** 議案第84号の審査 *********************** 

 続きまして、議案第８４号令和５年度備前市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての審査を行います。 

 議案第８４号について質疑を希望される方は挙手願います。 

 取りあえずは歳入のところで質疑をお受けしたいと思います。 

○立川委員 毎年世帯と人数の加入者の増減を確認させていただいているんですが、４年度は

４，６７３世帯、６，８５４人っていうことで前年比でも３６６減っています。これ、どうなり

ましたか。 

○高橋保健課長 令和６年３月末時点、年度末時点で申し上げます。 

 世帯、被保険者の世帯でいきますと４，４９０世帯、マイナス１８３世帯、被保険者数６，４

８６人、マイナス３６８人でございます。大幅に被保険者が昨年に続き減っているのは団塊の世

代が後期高齢者医療制度に移行したこと、また被用者保険の適用拡大が進んでいること等が考え

られます。 

○立川委員 ３６８名減ったと、世帯で１８３、大体同じようなペースで減っていっていますよ

ね。３５０から４００、もう大変なことだろうと思いますけど、その分後期高齢に入るんでしょ

うけど、先行きが心配をしておりますが、保険料上げんといてくださいね。 

○守井委員 徴収のところはいいんかな。 

不納欠損が全体で８０６万９，６２２円になっとるんですけど、件数の把握はされているんか。 

○高橋保健課長 不納欠損につきましては税務課で管轄していますが、資料を頂いているので、

回答したいと思います。 

 処理件数につきましては納期ごとに件数を計上しまして、合計で４９６件で昨年度は３９９件

でしたので、９７件の増加になっております。不納欠損の人数につきましては、実人数で６１人

分でございます。 

○守井委員 理由は把握できていますか。死亡が多いとは思うんですけれども。 

○高橋保健課長 国保税ですので、税の滞納ということは生活困窮というのが大きな理由だと思

うんですが、５年の時効が来ましたので、不納欠損になった方が４８人、それから納付すること

で生活困窮に陥るということで執行を停止している方の時効が８人、それから停止中に時効にな

った方が５人と聞いております。 

○中西委員長 細かくは一般会計の決算のときにお聞きいただけたらと思います。 

 あと、ほかには歳入のところでございませんでしょうか。 
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○立川委員 ２２４ページ、県支出金、特交が５，５００万円ほど増えとんですよ。特別調整交

付金というところがかなり増えておりますので、ざっと６，０００万円ほど特交が増えとんです

けど、原因が分かれば教えていただけたらと思います。 

○高橋保健課長 一番大きい要因としましては、電子カルテの導入が備前病院と吉永病院が完了

しましたので、２病院への特別調整交付金が４，０００万円ずつ、８，０００万円ということで

増額になっております。その他、保険者努力支援分としましては、保険者の努力に対してインセ

ンティブをいただいているものですが、特定健診の受診率が上昇していること、また後発医薬品

等の取組を評価されたことが増えている要因かと思っております。 

○立川委員 電カルの分がかなり特交で入ってくると。これ以前から入ってきていましたっけ。 

○高橋保健課長 このたび更新で、１２月までに公開したものに関して補助対象となりますの

で、実際は令和４年度に電カルを導入したんですが、１２月までに完了しなかったということで

５年度の決算になっております。引き続き、今日生病院が電カルを入れていますので、６年度で

日生病院の決算が上がると思います。 

○中西委員長 ほかにはございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、歳入を終わりまして歳出に移りたいと思います。 

 議案書２３０ページからの歳出、資料は国民健康保険事業特定健診実施率というのが出ていま

す。 

○立川委員 ２３６ページ、２３７ページ、給付費で国保の保険事業費納付金、国保のほうで医

療給付がこれ分納金、それから後期高齢者支援金等分納付金、これかなり増加傾向、右肩上がり

になっとんですが、それぞれ人数の加減をお教えいただきたいと思います。 

○高橋保健課長 納付金に関しましては、国保の会計が県で一括して国保会計を担っていただい

ています。一般につきましては、広域化に伴って県の国保会計に本市の加入者の負担すべき国保

税相当分を納付しておりますが、団塊の世代が後期高齢者医療制度へ移行が今年度中で完了いた

します。それに伴いまして、後期高齢者支援金分というものが医療費が大幅に増加するというこ

とでこの納付金が大幅に増えているのが状態です。 

○立川委員 いずれも団塊の世代が関与しているのかなっていうことの御説明ですが、一応今年

度で終わりますよね。次回からは減りそうですか。それとも、今度は医療給付費が上がりそうだ

と思うんですけど、その辺をどう捉えていらっしゃいますか。 

○高橋保健課長 後期高齢者医療制度は、団塊の世代が全て移行した後も引き続き長寿化、それ

から医療の高度化等がありますので、後期高齢者医療制度への負担金というのは増加をたどると

思っております。 

 あと、先ほど言い忘れましたが、介護納付金分の納付金は備前市４０歳から６４歳までの被保

険者が減少しておりますので、この納付金については減額となっております。 
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○立川委員 ２３８、２３９ページ、保健事業の人間ドック委託料が８１５万２，８８０円とい

うところで上がっております。昨年も４００名程度ということでお聞きしとんですが、この傾

向、前年度の実績と見通しについて。これも早かったんですよね、締切りが。その辺も併せて教

えていただけたらと思います。 

○高橋保健課長 人間ドックは、例年４月から２月までを実施機関としまして前年度２月から申

込みを開始しております。３５歳から７４歳までの被保険者の希望者に行っておりますが、令和

２年から定員を３５０人から４００人に増やし、毎年受診者は増えている状況です。令和４年が

３６１人でしたが、令和５年度は３７３人と大幅に増えており、今年まだ９月の状況なんです

が、今３９２人ということで定員にあと８人ということで、年々人間ドックは皆さん受けていた

だいているという状況です。 

○立川委員 もうあと残り僅かというところで２月までもたないとは思いますけど、１人当たり

っていったらおかしいんですけど、１件、あちこちでされると思いますが、大体平均で１人どの

ぐらいの費用、例えば脳ドックやったら１５万円ですよとか、一般ドックやったら８万円ですよ

とか、大体どのクラスといったらおかしいんですけど、価格帯が多いんでしょうか。 

○高橋保健課長 契約医療機関とは委託料を同一で契約をしております。一般の委託料は３万

４，０００円で契約をしておりますので、自己負担が６，８００円、市の負担が２万７，２００

円でございます。 

 また、脳ドックにつきましては、委託料が４万１，０００円につきまして自己負担が８，２０

０円、市の委託費が３万２，８００円ということで、ここは令和４年度、５年度と同じ委託料で

据置きで実施しております。 

○立川委員 備前市内でできればいいんでしょうけど、なかなかそんなわけにいかないと思いま

すので、市内、市外と大きく分けたらどちらのほうで受診される方が多いんでしょうか。 

○高橋保健課長 市内がほとんどでございますが、日生、それから三石地域なんかは赤穂市のほ

う、それから東鶴、西鶴山地区は瀬戸内の一部でと地域性が大いにありますが、市内３病院が非

常に多くございます。 

○立川委員 その健診データ等々は共有されとるんですか。されてなかったらされてないで結構

ですし、もしデータ取っておられるんなら取っておられるというところの返答だけいただきたい

と思います。 

○高橋保健課長 備前市が実施主体ですので、健診データは全て備前市国保で集約しておりま

す。ただ、人間ドックにつきましては健診結果の説明、結果指導まで委託をしておりますので、

人間ドックの結果指導の後、要医療、要精密検査になった方につきましては人間ドックを実施し

てくださった医療機関の医師のほうから説明をしていただくということにしております。 

○立川委員 結局結果に対するフォロー、ここが悪いですよ、これ要検査ですよ、これは処置が

必要ですよってなところでそのフォローのバックアップというんですかね、その後も何か市のほ
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うではつかんでおられるんですか。 

○高橋保健課長 フォローも通じて結果を医療機関からいただいている状況ですが、精密検査と

いう形にせず、ついでにもう検査をして、医療で検査をされているというケースもかなりありま

す。あと、備前市の場合一般会計で報告するんですが、がん検診の受診率が非常に低迷をしてお

りまして、国保の人間ドックを受ける方が４００名近くいらっしゃるということで、この人数を

健康係がしている一般会計のがん検診にプラスすると受診率はかなり上がるんですが、国の基準

で一般会計でするがん検診はフォロー体制が決まっておりまして、人間ドックのように検診機関

に精密検査、要医療を委託している場合はがん検診、健康係が行っているがん検診とみなすとい

うことができないので、受診率を上げるほうにはつながっていないというところがあるんです

が、ただ市民につきましては多くの方がそういう意味ではがん検診も受けていただいているとい

う情報がありますので、引き続き要精検、要医療で健診等のフォローができていないデータが返

ってきましたら、国保のほうでも受診者に声かけさせていただいて、一般会計とはつながりませ

んけど、受診体制はフォローアップをしている状況です。 

○立川委員 市内の役員さん、例えば愛育委員さんとか、いろんなところで公民館使っていろん

な健診をしておられるんですけど、がん検診を。ああいったところは一般会計になるというとこ

ろで何か釈然としないんですけど、一本化できればいいなと思います。 

 ちなみに人間ドックで腫瘍マーカーのオプションはつけられるんですかね。 

○高橋保健課長 現在のところはまだ考えておりません。 

○立川委員 一般診療でも例えば血液検査したときにはマーカーも使ってくださいよと。そんな

に高くないと思いますので、そういったことも一度考えてがんも対応いただけたらと思います。 

○守井委員 ２３５ページの負担金補助及び交付金で高額療養費ということで出ておるわけなん

ですが、昨年の令和４年の決算に比べてかなり増加しているような格好になっておるんですけれ

ども、件数と増加の理由、人が増えているかなという感じもあるんですけど、その辺の理由を教

えてください。 

○高橋保健課長 高額療養費につきましては件数が６，６７７件で、４年度が６，５００件でし

たので、１７７件の増加でございます。被保険者数が大幅に減少しておりますので、高額療養費

が増えているということは１人当たりの医療費が急増しているという状況にあります。その上に

療養給付費と療養費等もあるんですが、被保険者数は減少している関係で受診件数自体は減少し

ておりますが、総医療費は５年度増加しております。ということは、１人当たりの医療費も増え

ており、１回受診するごとの１件当たりの単価も増えています。また、高額療養費も増えている

ということで、医療需要が増えたということで、特に備前市の国民健康保険の大きな医療費の原

因は疾患名でいいますと急性心筋梗塞、脳梗塞、あと糖尿病性の腎症による透析への移行が非常

に高い状況です。国、県、それから備前市と同規模の保険者と比較しましても高い状況にありま

す。こういう案件が何件かプラスされると一気に月に１，０００万円近くの医療費が上がります



- 9 - 

ので、令和４年度が少しそういう高額な費用があまり発生せず、全般的に医療費の伸びが小さか

ったので、５年度はその反動もあったかと思いますが、今後も医療が高度な医療を提供している

関係もあります。また、被用者保険に保険者が移行することによって国保の被保険者自体が年齢

層が退職後の方ばかりになって前期高齢者の占める割合が増えております。ですので、医療費は

今後もどんどん上がっていくと思っております。 

○守井委員 その増額になった理由の中にはコロナの関係なんかは特にはなかったんですか。 

○高橋保健課長 コロナの影響というのはもうあまりないかなと見ております。 

○守井委員 ２３７ページの出産育児一時金という形で出ておりますけれども、令和４年よりも

かなり増額になっておるというようなことで、かなり増えたんかなという感じなんですが、件数

なんかどのくらいだったんでしょうか。 

○高橋保健課長 出産育児一時金ですが、件数につきましては１１件で、令和４年度が９件です

ので、２件の増です。令和５年度から出産育児一時金が４２万円から５０万円に増額になりまし

たので、その関係で歳出が増えております。 

○守井委員 ２３９ページ、１３節の委託料、デザイン業務委託料ていうのはどういう形の委託

料になっておるのか、教えていただけたらと思います。 

○高橋保健課長 特定健診をＰＲするためにポスターをつくって各地区のごみステーションだと

か、町内会の掲示板等に愛育委員さんに貼っていただいています。また、パンフレット作成等

も、パンフレットを作成していますが、元地域おこし協力隊でこういうデザインが得意だった方

にデザイン委託料ということで毎年同額を払って委託にしております。前回の委員会でお配りし

ましたうちわの犬といいますか、メタボのこの犬のデザインがその方がデザインした主なもので

ございます。 

○守井委員 毎年計上しとるということは毎年変えてデザインしていくというような考え方でや

っておるということでしょうかね。 

○高橋保健課長 この犬のキャラクターをずっと使って毎年ポスターをつくっております。 

○守井委員 同じ項目のところで昨年の決算では健診委託料という計上であったんですけども、

この項目が消えておるんですけど、ただ代わりに生活習慣病なんたらかんたらという文面になっ

ているんですけれども、このあたりは同じものであっていいんですか、それともどういう意味合

いで変わったのか。 

○高橋保健課長 科目の名称を変更したのは、その下の健診未受診者等対策事業委託料という名

称に変更になりました。これは健診委託料というと健康診査を委託するように見えますので、健

診の未受診者に対する対策事業の委託料だったので、本来の名称に変更したのみで、実施内容、

委託内容につきましては例年と同じでございます。 

○守井委員 同じページの負担金補助及び交付金の特定健診の診査をやっておるわけですけど

も、この受診率がどのくらいなっているのか、昨年３６．６％というような報告を受けておるよ



- 10 - 

うですけれども、いかがでしょうか。 

○中西委員長 国民健康保険事業特定健診実施率という資料を出していただいているんです。 

○高橋保健課長 先ほど、お配りしています資料を御覧ください。 

 令和５年度の見込みは、被保険者数が減っておりますので、対象者が４，８１６人と大幅に減

っておりますが、受診率は３９．１％とコロナ前の平成２９年の３９．２％とほぼ同率ぐらいに

戻っております。コロナによる受診率の低下はここで改善されたと思っております。 

○中西委員長 ほかにはございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 歳入歳出併せて何かございませんでしょうか。 

○守井委員 先ほどの国保会計全般の話なんですけれども、後期高齢が増えるというような形で

人員的には増えていくんではないかというところを見ると、国保会計全般的には横ばいの会計で

ずっと推移するんではないかと考えられるんですけども、そのあたりの見通しというのはどんな

感じで思われているか、お聞きしたいと思います。 

○高橋保健課長 担当としての意見を申し上げます。 

 決算書の最後のページに歳入歳出と実質収支額を記載させてもらっていますが、歳入歳出の差

引きでいうと１億７，９０５万６，２２４円でございますが、前年度の繰越しが２億２，６３６

万３，９９６円ですので、令和５年度は単年で赤字となっております。 

 また、今年１０月に被用者保険の適用拡大がさらに進むことになりますので、より一層被保険

者数がこの１０月からまた減少することになろうかと思います。このままでいきますと、今年、

今繰越しだけで赤字になっておりますが、この後一般会計への精算金と国と県への返還金を合わ

せますと赤字額は大幅に増える見通しでございます。 

 本来なら国保税を増額するかというところになりますが、岡山県が令和１２年度に県下同一保

険料統一に向けて今現在動いている状況ですので、令和１２年度までは基金を取り崩しながら保

険料据置きで頑張っていきたいと思っております。 

 そのためには被保険者がどんどん減るにもかかわらず、医療費が歳出の７３％を占めておりま

すので、医療費をとにかく抑えないといけないという状況になります。被保険者が減っても今年

医療費の総額が増えておりますので、医療費を下げるためには皆さんに健診を受けていただき、

病気も軽いうちに防ぐ、特に備前市が課題としている心筋梗塞、それから糖尿病性腎症による透

析への移行は健診で早期発見ができる検査項目でありますので、健診を勧めることと、あと健康

づくりに少し皆さんに取り組んでいただきたいということで、さらなる生活習慣の改善に向けて

のＰＲに取り組んでいきたいと思っております。 

○守井委員 健康で元気に生活できるのが一番で、長野県ではそういう観点から取り組んだとい

うような過程もありまして、健康であれば病気にならない、あるいは病院に行かない、治療をし

なくて済むというようなことでより一層健康づくりのことが大切になってくると感じるんですけ
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ど、そういう方面で施策をつくっていくというような考え方になっておると。 

○高橋保健課長 委員おっしゃるとおりで、無病息災は今の時代は難しいですので、１病、多病

息災の時代になっていると思います。自分の病気をコントロールしながら多くの人が自分の人生

を最後まで謳歌できるようにするために、いかに自分の体について興味を持っていただくかとい

うことは大切かと思うんですが、昨年度国保のデータヘルス計画というのを策定させてもらいま

したが、食べる機会が非常に多い、それから運動習慣が少ないていうのが全国と比較しましても

備前市の特徴として出ております。なおかつ国保の被保険者に関してですけど、あまり行政に保

健指導をしてもらいたいと思っていない、生活改善をする意欲がないという割合も全国と比較し

て非常に高率なデータが返ってきております。ですので、今回この後報告でさせてもらおうと思

うんですが、スマートデバイスを使ってもう自分で自分の活動量計を図ることで自ら自分の行動

に気づいていただく、あまり多くを語らなくとも自分で気づいていただく市民を増やそうという

ことで、施策を今年度実施する予定でございます。 

○中西委員長 ほかにはございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、質疑を終了してもよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 

 これより議案第８４号を採決いたします。 

 本決算は認定することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第８４号は認定されました。 

 以上で議案第８４号の審査を終わります。 

********************** 議案第89号の審査 *********************** 

 続きまして、議案第８９号令和５年度備前市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定

について審査を行います。 

 議案第８９号について質疑を希望される方の発言を願います。 

 歳入歳出とも一括でお願いしたいと思います。 

○守井委員 先ほど立川委員からも話がありましたけど、対象の高齢者がかなり増えたというよ

うなお話しございましたけれども、何人ぐらいの対象になっているんか、７，３７９人でって昨

年報告があったんですが、５年度は幾らでしょうか。 

○高橋保健課長 後期高齢者医療の被保険者数ですが、令和５年度は７，５６５人、令和４年度

が７，３７９人、年度末の人数です。１８６人の増でございます。 

○守井委員 後期高齢の先ほどの徴収金額の話なんですけども、分かる範囲で結構なんですけれ

ど、年金なり、何らかの形から天引きされるのがほとんどではないかと思うんですけれども、収
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入未済額が発生しておるというようなことですけれども、それはどういう理由になるんでしょう

かね。 

○高橋保健課長 年金からの天引き、特別徴収につきましてはおよそ８３％を占めております。

年金天引きは１００％の収納でございますが、普通徴収の方は口座振替、それから納付書等で保

険料を払っていただいております。払い忘れももちろんあろうかと思いますが、生活困窮から滞

納につながっている方がいらっしゃると思います。現在、国保もそうですが、保険料を納めやす

くするためにコンビニでの徴収もしております。年々コンビニでの徴収が増えている状況にあり

ます。 

○守井委員 先ほどの国保会計の見通し等についてもお聞きさせてもらったんですが、後期高齢

の歳入歳出の流れ、まず将来的にはどういう形になるかという見通しがもしあるんであればお教

えいただきたい。 

○高橋保健課長 後期高齢者医療の動向ですが、被保険者数が増えていること、それから保険料

の改定等が２年に一回行われること等もありまして、保険料の歳入は増えております。また、年

金からの天引きもありまして、全体の収納率は９９．４７％と高い収納率を維持できていますの

で、被保険者が増えていくことで歳入会計は今後も増加していくと思っております。 

 また、歳出に対しましては、歳出の内訳としましては職員人件費１人分と、あと広域連合への

負担金、それから健診の費用になりますが、広域連合への負担金につきましては、後期高齢者医

療につきましては医療費が県平均よりも低く収まっております。４年度、５年度続けて大きな疾

病による高額な医療というのが比較的少なくて済んでいる状況がありますので、昨年度と比較し

ましても繰越額は増加しており、安定して広域連合の会計へ行くものと思っています。また、運

営主体が県広域連合ですので、備前市に積立て等の必要もないので、このまま問題なくいくもの

と思っております。 

○立川委員 総務費のところで健康診査の費用のお話がございましたけど、昨年と比べても２０

万円程度しか増えてないんですよね。人数の増え方にしては増えが少ないのかなと。値切ったの

かなという気はするんですけど、内容的には大丈夫なんでしょうか。 

○高橋保健課長 健康診査の費用につきましては、委託料等は国保と同額で支払いをしておりま

す。被保険者が増えた割には健康診査の受診者は４４人増ということで、新規加入者の３分の１

が健診を受けたということになります。 

 後期高齢者の場合は、もう９５％の方が現在医療で通院中ということで、なかなか健診に目が

いかないという状況にありますが、今年６年度、県の事業でこの健康診査に関する項目を保険診

療で検査を受けている方はレセプトを通じて情報提供をするという事業に手を挙げて国民健康保

険、後期共に取り組んでいくことにしておりますので、受診者につきましては情報提供の方が増

えることでまた増加になるかと思っております。 

○立川委員 保険者が増えた割には費用が増えないというのは今お聞きしましたけど、健康診査
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に行こうという人数は減っている、少ないですよというところで、今おっしゃったように何かい

い方法を、レセプトのデータというようなところでお話はあるんでしょうけど、今後健診受けて

くださいよという啓発は、今みたいな形でされるんでしょうか。そうしないと質の担保が図れな

いと思うんですけど、その辺は何か考えがありますか。どうやってやっていこうというところ。 

○高橋保健課長 被保険者の割には増えてないんですが、県下でいうとナンバーツーの高い受診

率を誇っておりますので、現在の受診勧奨はおおむね功を奏していると思っております。 

 医療で同じような検査をしている方につきましては、その月だけ健診にするということが医療

機関と市民の方との話合いで決まっておりますので、そのあたりで健診にするのではなく、診療

での情報提供をいただくことで健診をしたという扱いにするほうが、市民の方にとっても医療機

関との関係が良好に保たれるのではないかなと思い、６年度からそういう事業を少しやってみよ

うということにしました。 

○立川委員 本当にそのとおりで、ほとんどの方が後期高齢者は１病で必ず健診しておられま

す。ふだん会わない人も病院へ行けばお会いできると、そんな状況で、久しぶりじゃな、元気

か、生きとるでというようなお話が結構待合でも飛び交っておりますので、恐らく何らかの健診

には行かれていると思います。おっしゃったとおり、僕らもそう思いますけど、血液検査しても

もうそれが健診受診率に結びつかないと。実際はやっているのにっていうとこら辺、大変難しい

とは思いますけど、そういったところで御努力いただけたらありがたいなと思います。 

○守井委員 県下２位の受診率っておっしゃっていましたけど、昨年２６．４％とおっしゃって

いたんですが、令和５年はどんな受診率だったんですか。 

○高橋保健課長 例年どおりのスタートダッシュを迎えておりますが、何せ８月が非常に暑かっ

たので、国保も後期も８月の受診者が少し低迷をしております。また、９月になりましたので、

今後残暑が落ち着いた頃からまた受診勧奨をしていきたいと思っています。 

○守井委員 ６年度はそうなんだろうと思いますけど、５年度の結果は幾らだったか、教えてい

ただけたら。 

○高橋保健課長 ５年度は、長期入院と施設入所の方を後期の場合は対象者から外しておりま

す。対象者が６，８２８人に対して１，６５８人受診されまして、受診率が２４．２８％です。

ちなみに令和４年度は１，６１４人の方が受けられて、２４．２３％で０．０５％の増というこ

とになります。 

○中西委員長 ほかにはございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑を終了してもよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 

 これより議案第８９号を採決いたします。 
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 本案は認定することに御異議ございませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第８９号は認定されました。 

 以上で議案第８９号の審査を終わります。 

 審査中途でありますが、暫時休憩といたします。 

              午前１０時３１分 休憩 

              午前１０時４５分 再開 

○中西委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

********************** 議案第90号の審査 *********************** 

 議案第９０号令和５年度備前市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行い

ます。 

 議案第９０号について質疑を希望される方の発言を願います。 

 お手元に介護福祉課から資料が提出をされています。 

 介護保険につきましては少しページを分けたいと思います。議案書は３３１ページからです

が、まず３３４ページから３７５ページ、ここまでを議題としたいと思います。次の３７６ペー

ジから最後まで、予防サービス事業勘定のところを分けたいと思いますので、取りあえず３３４

ページから３７５ページのところで質疑をお願いしたいと思います。 

○立川委員 保険者数からお尋ねしておきたいと思います。 

 昨年が１号１万２，６６１、２号が９，８７６、いずれも１６０人前後減っとったんですけ

ど、昨年度はいかがでしょうか。 

○梶藤介護福祉課長 １号の被保険者数ですけども、令和５年度末の人数です。１万２，５５１

人ということで１１０人の減、それから２号の被保険者数につきましては５年度末は９，６８６

人ということで約１９０人、１９０人の減となっております。 

○立川委員 ２号の減りが大きかったですね。何か原因は分かりますか。 

○梶藤介護福祉課長 もう全体の人口減少と捉えております。１号につきましても人数は減って

はいるんですが、前期高齢者の減りが大きくて、７５歳以上の後期高齢者につきましては先ほど

来からのお話でもありますように、まだ少しずつ増えているような現状です。 

○立川委員 本当に２号が減るっというのは一番残念で、若い人が減っていく状況なんですけ

ど、これは出ていく人のほうが多いでしょうかね。その辺は分析されていますか。 

○梶藤介護福祉課長 転出とかその減った原因まで分析はできておりません。 

○立川委員 ちなみにですけど、男女比率はどんなもんですか。それも分かりませんか。 

○梶藤介護福祉課長 ２号被保険者の男女比についてでありますが、令和５年度男性が４，９２

８人、女性が４，７５８人ということで、男性が５０．９％、女性４９．１％っていうことにな

ります。大体半々というような状況でございました。 
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○守井委員 介護保険の対象者が減ったということのお話で、対象者が減った理由の中には改善

されたというような考え方で減ったんじゃないんかというような感じで思ったんですけど、そん

なことはないんかな。いかがですか。 

○梶藤介護福祉課長 対象者が減ったといいますか、人口減による第１号被保険者、６５歳以上

の対象者が減ったと捉えております、認定者であるとか受給者についてはまた認定者数の話には

なってくるんですけど、対象者につきましては人口減による減少と捉えております。 

○守井委員 同じように収入未済があると、これも介護で天引きはほとんどだろうと思うんです

けれども、先ほどと同じような考え方で徴収しなければならない形があるがために収入未済額が

発生しているんかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○梶藤介護福祉課長 収入未済につきましては、特別徴収の方の収納率については１００％なの

で、普通徴収の方の収入未済が発生しているという状況だと思っております。 

 収入未済につきましては、前年度よりは６２万円ほどは減になっております。収入未済の理由

につきましては、先ほどもありましたように生活困窮等からの保険料の支払いが滞納されている

ような状況と理解しております。 

○立川委員 ３３６ページの歳出、２款の保険給付費、昨年対比では１億円程度上がったんです

けど、中でも上がっているのが高額サービス費が上がっているんですけど、どういったものが考

えられるのか、概略だけで結構です。 

○梶藤介護福祉課長 今日お渡ししている資料が介護給付費の細かいお話にはなってくるんです

けども、４年度につきましてはコロナ禍の影響からなかなか給付費は伸びなくって、施設給付費

がずっと下がりっ放しというような状況でした。入所控え等の原因かなと思っておりました。 

 ５年度につきましては、施設介護サービス費が昨年度よりも増額になっておりまして、コロナ

禍を明けてから入所につながるケースが多かったんではないかと思っております。それに伴って

高額医療費は上がってきていると見ております。施設サービス費を使いますと自己負担の上限も

いくというような形での高額の増加という傾向であると見込んでおります。 

○立川委員 ということは、高額介護サービスは施設費、療養費が増えたというところの解釈を

しときますが、これまた後ほど聞きます、この細かいやつは。 

○中西委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ３７５ページまでのところでほかにありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ３７６ページから最後まで、予防サービス事業ですね。 

○立川委員 せっかく資料を頂いていますので、簡単で結構ですから御説明いただけたらと思い

ます。サービス、地域密着もひっくるめて予防サービスのほう。 

○梶藤介護福祉課長 まず、１ページ目の（１）番、居宅介護サービスです。 
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 これは要介護１から５の方の要介護の認定を持った方の在宅サービスの結果になってまいりま

す。訪問系サービス、上のほうに訪問介護等ありますけども、若干差はありますが、令和４年度

とほぼ変わりはございません。通所リハとか、それからデイサービスの通所系がやや減少傾向に

ある状況ですけども、総じて在宅サービスにつきましては令和４年度と同じ傾向にあり、経年で

見ると増加をしているような、給付費としては増えているような傾向になってまいっておりま

す。特に、下から２番目の住宅改修費につきましては５年度伸びがあったところです。こういう

ところから見ますと、在宅での生活を継続するためのこういった改修もしながら、サービスを利

用しながらの介護保険の給付を受けていらっしゃるというふうな傾向であると見ております。 

 それから、次のページになります。地域密着型サービス、それから３番の施設介護サービスに

なります。 

 こちらも地域密着型サービスにつきましては、通所介護等につきましてはほぼ例年並みと見て

おります。ただ、先ほども申し上げましたように３番の施設介護サービス費と、それから地域密

着型サービスの中の下から２番目に地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護というのがあり

ます。これは地域密着型の特養ということになりますが、こちらにつきましても給付費は年々上

がってきております。 

 それと、（３）番の施設サービスにつきましても介護老人福祉施設、特養ですね、それから老

健につきましては、４年度よりも増額となっております。人数にしてはあまり増えてないですけ

ど、介護度の高い方が入所されることにより給付費は増えていくものと見ております。なので、

４年度と比較して大きな変化がある点としましては、こういった施設給付費が伸びてきたってい

うところで、コロナ禍を明けて５年度につきましては入所の人も増えてきたと見ております。全

体の給付費が上がったのもこの施設給付費が上がったことが原因であると見ております。 

 続きまして、３枚目になります。介護予防のサービスについてです。 

 １番が居宅介護予防サービスということで、要支援１、２の方が在宅でサービスを受ける種類

のサービスになります。こちらは令和４年度につきましてはかなりここの介護予防のサービス費

が上がってまいりました。その要因としては令和２年、３年と続いたコロナが少し緊急事態宣言

等もなくなった令和４年度につきましては、閉じ籠もりの状況から外へ出ていくという流れだっ

たり、その間の体力低下によるものによる要支援の方の増加っていう背景にあったかと思ってお

ります。 

 その令和４年度と同様に令和５年度は経過しておりまして、介護予防のサービス費につきまし

ては昨年度とほぼほぼ同じような給付費となりました。特に、介護予防の訪問看護や訪問リハビ

リの伸びは大きいのかなと見ております。 

 その伸びにつきましては、がんの末期の方が在宅で生活をするときには訪問看護っていうのは

必須でありまして、主治医との連携の下で在宅でのみとりをされるっていうような方も若干では

ありますが、増えてきているような状況だと現場の職員からはお聞きしております。身体機能が
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自立している方が多いので、がんの末期といえども要支援認定を受ける方も多いと見ておりま

す。 

 それから、そういう形で訪問看護は伸びているというところと、それから訪問リハにつきまし

ては昨年度備前病院さんが訪問リハに参入をしていただいたりということで、事業所とかリハ職

の配置が増えたというのも原因かとは思いますが、退院後、通院後のリハビリを継続したい人、

希望する人、または主治医の指示でリハビリを継続というような指示が増えてきているんではな

いかと見ております。 

 それから、最後にあります介護予防サービス計画費も３年度から比べると４年度、５年度増え

てきている状況で、在宅サービスの需要が高い、それから受ける人が多いと見ております。予防

についても引き続き増加が見込まれるのではないかと感じておるところです。 

○立川委員 最初の居宅介護のところで住宅改造費が伸びておるよということでお聞きはしとん

ですけど、これはどういった改造が多いんでしょうかね、介護の、居宅のほうは。 

○梶藤介護福祉課長 要介護の住宅改修になりますと、割とバリアフリー化をされるような大規

模な改修の中に介護保険の給付を組み込みながらっていう方が、金額は少し大きくなる改修が多

いと思います。あと、トイレの改修であるとか、トイレの出入り、お風呂の入り口というあたり

の段差解消だとかということが多いように思います。支援の方だと割と手すりをつけるだとかと

いうことで単価が安いものが多いんですけども、少し工事が大きくなるような印象を受けており

ます。 

○立川委員 似たようなことで、今度介護予防に行きますと、予防住宅を触れていただきました

けど、これはフラットで大体横ばいぐらいで動いているんですよね。さっきお話があったように

手すりとか段差のとこら辺、金額的にサービスが点数で受けられないというのはよく分かるんで

すけど、この後の伸び、需要はどうなんですか。 

○梶藤介護福祉課長 要支援から要介護１の軽度の認定者の割合が年々増えてきている、２から

５の認定の持つ方よりも軽度の認定が増えてきているような傾向はありますので、住宅改修につ

きましても御自宅で長く生活をしていただくためのサービスだと思っておりますので、そういっ

た意味では４年度からの伸びは大きいですので、こちらは横ばいなのか、上がっていくのかとい

うような状況ではないかと見込んでいます。 

○立川委員 希望の方は多くないですか。フレイルから要支援のところへ行く人が、おっしゃっ

たように段差がもう１センチでもつまずくんよとか、おっしゃったように病院の廊下にあるよう

な手すりをずっとつけてほしいなというお話を聞くんですけど、なかなか自前でせえ言うてもお

っしゃったとおり年金生活でできないと。市は認定上げてくれないから、サービス点数が低いか

らできないのよというお話も多々聞くんですけど、そこら辺で例えばフレイルの方とか要支援の

１ぐらいの方でそういった利用、ほかに何かサービスはなかったんですかね。何かお手助けする

方法っていうのはなかったですかね。 
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○梶藤介護福祉課長 住宅改修の需要ももちろん増えてはおります。市のもともとありますデイ

サービスであるとか、外に出ていくようなフレイル予防に使うサービスっていうのはもちろんあ

ります。それから、要支援になる以前の対象者になるフレイルの方につきましても、筋力アップ

の事業だとか、３か月限定でリハ職がついて個人的な支援をするというような事業とか、それか

らヘルパーさんにつきましても家事援助というような、軽微な家事の部分については支え合い訪

問事業だとかというあたりでフレイルの方についてもサービスにつながる方がおられます。支え

合い訪問も昨年度よりは少し増えている状況ではありますので、御相談をいただいた方が適切な

サービスにつながるような相談支援をと思って対応しております。 

○立川委員 本当にその方面かなりお話が入ってくるんです。それで、相談窓口へ行かれたらっ

ていうことはお伝えするんですけど、なかなか敷居が高いよというお話もありますので、しっか

りその辺啓発いただいて、御利用できる方、ケアマネさんも市のことですから潤沢に抱えておら

れると思いますので、その点はお願いしたいと思います。 

 続いてですけど、最近おっしゃったように地域密着で介護老人福祉施設入所者生活介護と。こ

れもちょろっとだけ伸びているんですけど、こっちの需要はあるんですか。潜在需要ですね、２

番の地域密着型の下から２つ目ですね。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、潜在はあ

るんでしょうか。 

○梶藤介護福祉課長 入所の希望はございます。地域密着型ですので、定員数は２９人以下の家

庭的な雰囲気の中で備前市の方が利用される施設にということで地域密着型になりますので、そ

ういった施設を希望される方はおられます。待っている方もお聞きしておりますので、需要はあ

ると思っております。 

○立川委員 そのお話で例えば病院から施設へ行きたいのよと、地域密着で行きたいんですと、

近くに行きたいんですと。ところが、病院のほうへうちはこっち進めているんですとか、ミスマ

ッチ的なこともクレームとして聞くことがあるんで、その辺はまた病院とも、市立病院なんか特

にそうですよね。市内の例えば私やったら近くに行きたいですと。いや、そんなもんあかんわ、

こっち行けというようなことのないように、その辺も啓発をお願いしたいと思います。 

 それから、介護医療院の利用が思ったほど進んでないんですけど、今何か所ありましたっけ。 

○梶藤介護福祉課長 市内にはございません。県内の施設数が分からないんですけども、備前市

で利用の方につきましては岡山市の病院へ入院されている方がほとんどでございます。 

○立川委員 これも進めていかないかん状況に、先ほどおっしゃったように団塊の世代が全部そ

こへ入りますから、受皿として検討はしておられるんでしょうか。 

○梶藤介護福祉課長 介護療養型の医療施設というのが従前ありまして、そちらが移行していく

だとか、それから老人保健施設、老健が移行していくとかというような方法があるかと思いま

す。今、備前市の中での入所の方を見ますと、大体２名から４名ぐらいの方が入院されてるてい

うような状況ですので、そのあたり需要と供給の問題かもしれないですけども、必要な方はいら
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っしゃると思っておりますので、このあたりは病院とかとの協議も必要なのかなとは思います。 

○立川委員 そのとおりで、御存じのとおり老健は療養型じゃないですから、本来は機能回復で

社会復帰と。例えばそういうところの重度の方、１年以上いらっしゃる方はこういった需要がど

んどん出てくると思うので、例えば備前病院に老健ございますので、そこら辺をベッド数を分け

るとか、そういった方法も考えていただけたら安心できるのかなと思いますので、引き続き御努

力をお願いしたいと思います。 

 それから、住宅介護の予防サービスですけど、訪リハと通所リハ、これも伸びてはおるような

状況だと思うんですけど、居宅介護の訪リハ伸びていますよね。ということになってくると、こ

の後また請願のお話があるんでしょうけど、訪問リハ、訪問看護というとこら辺はかなり需要が

出てくるし、よく言われる言葉に住み慣れた地域でと、住み慣れた皆さんと一緒にということで

自宅から離れたくないっていうのが高齢者の強い希望でもあるわけで、この辺の伸ばし方、多分

来年度も伸びてくると思うんですけど、訪問系に対するスタッフ、通リハもそうですけど、通所

でも施設がそういったところで欲しいなという思いはあるんですけど、今後どういった方向でい

かれるんですか。訪問系を伸ばされるんですか。 

○梶藤介護福祉課長 訪問リハビリにつきましては、昨年度備前病院さんの参入があったりとい

うことで、市民病院にも御協力をいただいているような形です。訪問看護の中でも少し訪問リ

ハ、看護職が担う部分もありますので、訪問看護の中でも需要がありましたらそういう対応がで

きているんではないかと思います。 

 国もこういったリハビリ関係に関しましては、今年度の制度改正の中にも連携加算だとか、そ

ういうあたりで制度の充実をするようにというような趣旨の加算もついておりますので、割と入

院中のリハビリの状況を情報提供をケアマネさんとかにすることでの加算であるとか、引き継ぐ

加算がついておりますので、そういったあたりも進めながら病院等の収入にもつながるという辺

では理解をいただきながら進めたいと思っておりますが、市内のリハ職となると３病院が一番大

きくって整形外科もあるんですけども、そのあたりが一番御協力いただけるところかなと思って

おりますので、今現在では吉永と備前病院が介護保険のリハにも参入はしていただいておる状況

です。 

 それから、ホームヘルパーですけども、いろんなところでお話が上がっている、今回請願にも

上がっているというところではあります。なかなかヘルパーという職種に就きたいと思う方を増

やすところが一番かなと思っておりますので、ヘルパーの仕事自体が１家庭に１人で入っていく

というような割と個人情報の問題だったり、個人のスキルが求められる職種だと思っております

ので、なかなかすぐ若い方が就職するということは難しいんじゃないかと思います。今、福祉分

野で働いている方がそういったところにお仕事として就かれるようなことを少し考えていく必要

があるのかなと思うのと、あとは今の事業所の方々と現状と課題を詰めていきながら方策を見い

だしていくっていうところも必要でないかと思っております。なかなかヘルパーが伸びないのが
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長年の課題だと感じております。 

○守井委員 施設サービスの関係で、老健施設や、それから特養の関係なんですけれども、一時

期入所者が、待機入所者が非常に多いというような時代もあったんですけど、最近は大分改善さ

れたと聞いておるんですけれども、その状況はどんなんでしょうか。ここに数値が出ております

けれども、特養あるいは老健施設を合わせたら４００人とか、令和７年見込みでは４４０人ぐら

いというような形になっとんですけれども、大体希望者は入れるような状況になっておるのかど

うか。 

○梶藤介護福祉課長 介護保険当初は何百人待ちというような施設の待機者があったと思いま

す。途中、要介護３以上の方が入所できるという制度に変わりまして、待機者っていうのはだん

だん減ってきている状況です。６年４月１日での特養の入所の申込み状況は、今のところ４１人

おられるんですが、特養入所をどこで待っているかという状況になりますと、老健だとかグルー

プホームとかというようなほかの施設で入って待っておられる方もおられます。在宅で特養の申

込みをしている人は現在１０人という状況です。その方につきましては、申込みを複数しながら

待っているという状況だと理解しております。 

○守井委員 待っている人が多い場合はそれぞれの施設の経営が結局充足率が１００％ぐらいの

運営ができるという形なんですか。反対に待機者が少ない、待っている人が少ないということは

その施設の充足率が９０％とか、多少減ってくるような場合も考えられるんじゃないんかという

ことになってくると経営もどんなんかなという感じになっておるんですけど、そのあたりはいか

がなんでしょうか。 

○梶藤介護福祉課長 特養に関しましては、満床のところも多々、がほとんどです。入所の申込

みについて、利用者の方が御家族が施設を選ばれるという状況もありますので、空いている施設

もあるんですけども、ショートステイを利用しながら待っておられる方もおられて、そういった

ことであるとショートステイでお世話になっている施設を希望されている状況があるなとは思っ

ております。 

 施設の経営については満床にしていくのが一番の経営状況をよくする方法だとは思いますが、

要介護の高い方、今国は３、４、５と、要介護３、４、５が対象ではありますが、要介護の高い

方の入所が高いほど報酬は入ってくるという流れにはなりますが、要介護２とか１とかという方

で御家庭の事情だったり、介護者がいないだとか、それからケースによっては介護が大変だとい

うようなケースについては特例入所という形で２とか１の方も入っておられる方はおられますの

で、そういったことで施設の運営をそれぞれの施設が工夫してやっているんではないかと見てお

ります。 

○守井委員 ３６９ページ、委託料、配食サービス事業委託料が前決算ですけど、６００万円の

ところが９５万円ということで減っておるというようなことなんですけども、もう事業をやめた

ような感じになっているんですか。 
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○梶藤介護福祉課長 配食サービスにつきましては、事業自体は継続しております。４年度につ

きまして、委託料の１食当たりの額が１人当たり４００円で委託を出していました。５年度につ

きましては、委託料は１食当たり１００円と変わりまして、その関係で委託料が大分に実績とし

ては下がったという状況です。 

○中西委員長 課長、６月の定例会の話も最後付け加えておいてあげてください。 

○梶藤介護福祉課長 ６月の補正で利用者の負担軽減をするということで、利用者負担を増やす

という前提で委託料を増額させていただきました。１００円で今お願いしていたところを８月の

実績から、１人当たり４００円の委託料に契約をさせていただいたところですので、委託料につ

きましてはまた６年度決算については５年度に比較して増えてくると思います。 

○守井委員 元へ戻したということなんですか。 

○梶藤介護福祉課長 利用者負担の軽減をして元に戻したということです。 

○守井委員 ２つ下のところに扶助費の成年後見人の問題なんですけれども、多少増えておると

いうようなことで、だんだん増えてくるのかなというような感じで令和５年度は出ておるんです

けども、対象者は何人ぐらいだったんでしょうか。 

○菊川社会福祉課長 現在、１４名です。 

○守井委員 現在じゃなくて、対象者の助成金でこれの支払いしとるわけなんですけど、令和５

年度の話でこの結果の対象者が１４人だったということですか。 

○菊川社会福祉課長 報酬の助成が３件、在宅の方が３件、施設の方が１７件で合計２０件ござ

いました。それから、申立てに対する助成が１件ございました。これは令和５年度の実績です。 

○守井委員 件数当たりの単価は上がったということですね。単価が上がってこういう計算にな

ったということですね、令和４年度に比べて。 

○菊川社会福祉課長 単価自体は、助成額自体は上限の定めがありまして、在宅であれば月額の

２万８，０００円、それから施設入所であれば月額１万８，０００円が上限となっておりますの

で、実際に対象者の方が増えれば翌年度に年間の分をお支払いするようになりますので、その分

増えれば当然翌年度の報酬額が増えてくるようになります。 

○土器委員 介護３で入所して、それが軽くなって２とか１になったときにはそこ出てかにゃい

けんのですかね。 

○梶藤介護福祉課長 基本的には退所していただくような方向になります。在宅サービス等の調

整をしながらになりますけども。 

○守井委員 先ほどもお聞きしたんですけど、全体の話でこの介護保険特別会計自体がだんだん

大きくなってきているんじゃないかなと思うんですけども、将来的にはどんな状況になるのか、

教えていただけたらと思います。 

○梶藤介護福祉課長 ７５歳以上の高齢者の数が今後ももう何年かは増えていくという状況の中

でいいますと、認定者の割合を見ますと８５歳以上で認定を受けられる方が全体の６割を占めま
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す。今後もそういった意味では介護給付費が７５歳以上が下がりつつあっても増えていくという

のは見込まれるのではないかと思います。 

 あと、私たちとしましては要介護にならないように軽い認定であるとか、元気で過ごせるとい

うことが介護保険の目標でもありますので、そういった意味では介護予防に力を入れながら、要

介護になる方を少しでも少なくしていく施策も必要ではないかと見ております。地域支援事業、

介護予防に関するものもこの介護特会の中で予算を組ませていただいておりますので、いろんな

予防の施策もしながら、状況を見ながら介護給付費をなるべく抑える形で運営したいと思いま

す。 

○中西委員長 ほかにはございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 全体通してもうよろしいでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようでしたら質疑を終了してよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 

 これより議案第９０号を採決いたします。 

 本決算は認定することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第９０号は認定されました。 

 以上で議案第９０号の審査を終わります。 

********************** 議案第98号の審査 *********************** 

 続きまして、議案第９８号岡山県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題とし、審

査を行います。 

 これで、議案書の１６ページをお開きください。 

 議案書１６ページ、１７ページについて質疑はございませんでしょうか。 

○守井委員 説明書もあるんですけど、概略が分かれば説明していただけたらありがたいと思う

んですけど。 

○高橋保健課長 規約の変更は、市町村の議会の議決を求めるということで計上させてもらって

います。マイナ保険証に１２月２日以降大きく制度改正が行われるということで、規約の中に今

までは被保険者証という名称がございましたが、マイナ保険証が原則になるということで被保険

者証の交付がなくなりますので、その代わり資格確認書というものをマイナ保険証を持たない方

は広域連合のほうから交付いたしますので、「被保険者証」という名称を「資格確認書等」とい

う名称に変更するというのが概略でございます。 

○守井委員 マイナンバーを持っておられる方はもう自動的になるんですかね。 
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○久保山保健福祉部長 市長が言いたかったことは国保にしろ、後期にしろ、マイナ保険証にし

ている方が７割以上おられるということで、その方々はもう普通に保険証として使えるんだよと

いう意味で発言した内容でございます。よって、まだマイナ保険証にされていない方、マイナン

バーカードを持っとられるけど、保険証にされていない方は当然医療機関であったり、窓口であ

ったりで保険証とのひもづけが必要であるというところでございます。 

○守井委員 私もマイナンバーを持っとんですけど、保険証の代わりにたまたまマイナンバー出

したら両方一緒に持っとったから一緒に出すようなことで、出したら病院のほうでマイナ保険証

に変えてもらえるんですかね。こっちが申請書か何か出さないかんのですか。 

○久保山保健福祉部長 もうマイナ保険証のひもづけをされとるということですかね。 

○守井委員 しとるはずなんですけど。 

○久保山保健福祉部長 していたら、保険証の代わりにマイナ保険証で窓口でカードリーダーに

ピッとやってもらって顔認証なり暗証番号を入れていただくと受付の手続ができるという形にな

りますんで、保険証のひもづけをされてない場合はそこで保険証になるように手続、ひもづけを

するという手続が必要になってきます。 

○草加委員 改正案のところの別表第２の第４条関係のところの２と３で資格確認書等てあるん

ですけれども、等の中身を教えてください。 

○高橋保健課長 現在は資格確認書で想定をしておりますが、今後またマイナ保険証につきまし

ては国民の意見もいろいろありますので、今後も含めて等という言葉を追加していると思ってお

ります。 

○立川委員 本来マイナンバーカードに保険情報だけあるんですよね。さっきひもづけとおっし

ゃいましたけど、資格確認という作業をして初めてマイナ保険証として使えるということですよ

ね。マイナポータルから入ったり、パソコンから入ったりしてマイナンバーカードに入っている

保険情報を資格確認を取ると。そして、初めてマイナ保険証として受付その他できますよという

解釈でいいんですよね。 

○久保山保健福祉部長 資格情報を取るというか、マイナンバーカードに保険証となるようにひ

もづけをするということです。 

○立川委員 それひもづけて言わないんですよ。これさっき出てきましたけど、資格確認証が出

るわけですよね、マイナ保険証にしたら。資格確認をして初めてマイナンバーカードがマイナ保

険証の機能を有すると。 

 さっき課長がおっしゃいましたように資格確認書というのが出ます。これはマイナンバーを持

っていない人に出ます。マイナンバーカードで資格確認をしたら資格確認のお知らせという書類

が出ますよね。それが先ほどお話があったように資格確認書等というとこら辺が今されてるんで

すよね。ということになりますと、マイナンバーカード登録したマイナ保険証、これ読み取りし

ません。何か電気で停電しました。そのときには、マイナンバーカードを持っておられない方は
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資格確認証がありますけど、マイナンバーカードにだけ登録しとう人は資格確認の写しとお知ら

せというのが初めてそこで効力を発してくると。マイナ保険証プラス資格確認のお知らせという

ものを持っていけば停電になっても保険診療が受けられるよと。これマイナンバーカードを持っ

ている人だけですよね、マイナ保険証は。 

○久保山保健福祉部長 機械のトラブルによって受付ができないといった場合にはいろんな対処

法が国からも出ておりまして、先ほど立川委員が言われたようにお知らせによって代わるもの、

それからマイナポータルによって確認ができればそのまま通常の自己負担でできるというのもで

きますし、あと来年２５年の春予定らしいんですけれども、目視確認モードというのもあるらし

くって、それこそお年寄りが暗証番号を忘れたとか、顔認証でうまいこと認知できないというよ

うなときに窓口の人がマイナンバーカードの写真と、それから本人さんを確認して、本人だなと

確認できればそれで受付ができるというような、そういったそれぞれの対処方法というのも出て

きていますので、一応そういった形である程度うまいこと受付はできてくるんじゃないかなと思

っております。 

○立川委員 今後のこともあるでしょうから、そういったところで部長のほうお話しありました

けど、ということは皆さん疑心暗鬼なんですよね。言ったように半分ぐらいの方はもう皆さん正

しい理解がないよと。今日マイナンバーカード発行したのを持っていって、病院でこれ保険診

療、マイナ保険証にしてくださいと。これできませんよね。本当は保険証と持っていって確認確

認、病院の窓口でも薬局でもどこでもできます、自分でもできますよね。一手間あって初めてマ

イナ保険証として使えるんですよと。使えないときにはこういうケースがありますよ、全国で今

７万５，０００件あるらしいですけど、そういったところの広報をしっかりお願いしたいなと。

窓口は欲しいなと思いますので、その点もお考えいただけたらと思います。 

○高橋保健課長 先ほどの追加説明をさせてもらいますが、資格確認書等の等は資格確認書のみ

で、資格情報のお知らせというのはマイナ保険証の場合はマイナンバーカードを取得されたとき

に以前、備前市は今もしているんですけど、５，０００円のポイント、２，５００円のポイント

を差し上げるので、健康保険証をひもつげましょう、公金口座をひもづけましょうという国のキ

ャンペーンをやっていました。そのときにひもづけられた方っていうのはもう既にマイナ保険証

になっているということでございます。そのことを市長は自動的になっていると答弁を申し上げ

たと思っております。 

 ひもづけはマイナンバーカードを取得すれば、例えばカメラがついているこういうスマホだと

その場ですぐマイナ保険証はひもづけができます。また、セブン銀行等のコンビニ等に行かれて

もその場ですぐひもづけはできます。また、できていない人は病院の窓口にカードリーダーがあ

りますので、そこへ差し込めばそこでもひもづけができるようになっております。市内病院、薬

局等で、また市役所でもひもづけのお手伝いをさせてもらっています。 

 また、資格確認書はマイナ保険証にひもづけてない人に自動で交付をしますが、マイナ保険証
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になっている人はマイナンバーカードを見ただけでは自分の負担割合が幾らなのか、高額の限度

額が幾らなのかっていうのが分からないことになります。国保と後期の人は来年の７月末まで保

険証を扱いますので、それを使ってもらったらいいんですが、１２月２日以降新規に国保に加入

される人、後期に加入される人、社会保険もそうですけど、の方には保険証が発行されないの

で、マイナ保険証の人の場合は自分が分からない、何割負担か分からないということで資格情報

のお知らせという文書を頂くことになります。これは７月末で保険証の有効期限が切れる手前に

国保の被保険者も後期高齢者の人にも送らせてもらいます。Ａ４判であなたの負担割合は幾らで

すという情報を送ります。その１枚物の紙の中に現行の保険証と同じサイズで資格情報、あなた

の保険証に代わる記載されたものを、印字したものを、記入したものを送りますので、そこを切

り取っていただいてマイナンバーカードと一緒に持っておられたら、例えば停電等でカードリー

ダーが使えないとか、あとマイナンバーカードを忘れてしまった人なんかはそれで代用ができる

ように資格情報のお知らせというものを皆さんにお配りして自分のマイナ保険証の中身、どうい

う保険証の負担割合なっているかというのを見せれるようにはなっています。ただ、その資格情

報のお知らせだけでは医療にかかることはできませんので、ここの規約の中の資格確認書等の等

の中には入っておりません。 

○中西委員長 １２月２日前に一回しっかり委員会の中でどうなるんかというのはまた別個議題

を設けて研修でもしてもらおうかと思います。認識がえらい差があるということがこの議会ある

いはこの委員会通じても明らかになりましたんで、そういう機会を一度設けたいということでこ

の話はここで終わらせていただきたいと思います。 

 あと質疑はございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたので、質疑を終了してもよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 

 これより議案第９８号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり採決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第９８号は原案のとおり可決されました。 

 以上で議案第９８号の審査を終わります。 

********************** 議案第109号の審査 *********************** 

 続きまして、議案第１０９号備前市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、

追加議案書の１ページをお開きください。 

 質疑を希望される方は挙手でお願いいたします。 

○立川委員 議案質疑でもございましたけども、３万円のプラスというところを市長が言葉は悪
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いですけど、規則で定めるところにより決めますよというただしついていましたよね。具体的に

御説明いただけますか、もう一度。 

○高橋保健課長 ５年度決算で申し上げましたが、出産育児一時金は一律１出産に対して５０万

円の給付を備前市はしておりました。実は、この５０万円は分娩に係る費用が４８万８，０００

円、あと出産時の事故等により脳性麻痺等の障害が起きたときの賠償金の掛金が１万２，０００

円を積み上げてもう一律５０万円備前市は給付をしておりました。しかし、岡山県で保険料の統

一の動きがある中で、この出産育児一時金と葬祭費に対して県下で６年度議会で審議をいただい

て、７年度から統一しようというふうに県内課長会議で決まりましたので、ここで５０万円を４

８万８，０００円の健康保険法による分娩費用と産科医療補償制度の保険の賠償保険の掛金１万

２，０００円を別々にすることで５０万円という、総額５０万円では変わりないんですが、産科

医療補償制度の掛金を掛けない出産の場合は４８万８，０００円と分けることになりました。 

 部長が一般質問でも答弁しましたように、県内の産科医療機関はほぼ１００％この産科医療補

償制度の掛金を医療機関が掛けて出産に臨んでおられますので、実際にこの１万２，０００円が

給付されない方というのは海外での出産と思われます。ちなみに令和５年度は１件海外での出産

で、帰国後に出産育児一時金の給付を受けた方がいらっしゃいました。 

○立川委員 ３万円という金額の上限の設定をお聞かせいただけたらと思います。 

○高橋保健課長 この条文につきましては、国の条例改正案に基づいて３万円を上限とするとい

う国の条例案を県内他市等どこの市町村も採用しておりましたので、先ほど申しましたように岡

山県内統一のほうがいいだろうという判断で３万円上限としておりますが、現在の産科医療補償

制度の掛金は１万２，０００円ですので、実質は１万２，０００円の給付になります。 

○中西委員長 ほかにはございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑を終了してよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 

 これより議案第１０９号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第１０９号は原案のとおり可決されました。 

********************** 請願第12号の審査 *********************** 

 続きまして、請願第１２号介護保険の訪問介護基本報酬引下げの撤回に関する意見書の提出を

求める請願についてを議題といたします。 

 請願第１２号について発言を希望される方は挙手で願います。 

○奥道委員 議会報告会等でも勉強もさせていただいたし、それから今回のこの件じっくりと現
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場の方の声も幾つか伺うこともできました。この請願趣旨のところ非常に内容的にも理解できな

いこともなく、よく分かるんです。ましてや現場の方がどれだけ御苦労されているかっというこ

ともよくここからも、また現場の方からも伺って分かるんですけれども、この請願事項が意見書

の提出を求めているものだと私は判断をいたしました。意見書の提出ですね。 

 さらに、今回その中に書かれてある内容で一番大きな問題点ということ、また現場の声を伺っ

ても人材の不足、人手不足ということが最大のポイントじゃないかなと。かといってこの基本報

酬を下げないことによって人手不足が解消するとは考えにくい。むしろ国からより現場の状況に

合わせて慎重な問題点の解消に向けた制度設計をするべきじゃないかなと私は判断をいたしまし

た。国に対しての今回のこの意見書の提出の問題とは別問題じゃないかなと思いましたので、そ

の意味からこの請願の趣旨についてこれは理解はできますけれども、意見書の提出についてとい

うことについては必要ないんじゃないかなということで、私は態度としては趣旨採択でいいので

はないかと判断をいたしました。 

○立川委員 この件に関しましては、一応勉強会も段取りをいただきまして委員長ありがとうご

ざいました。いろんなところでいろんなお話が出て、先ほども介護保険のお話を聞くと訪問看護

の重要性、もうこれ住み慣れた家でというのから書き出しされておりますが、人手不足はどうこ

うというのも、これは制度設計だと言われればそこまでなんですけども、そこまで行くまでに今

回のこの改定おかしいよと、必要性は分かるけども、ここは下げますよ、ただ事業所にグロスと

して多少プラスしますよというやり方はおかしいのかなと私は判断しましたので、採択で結論出

させていただいたらと思います。 

○守井委員 社会福祉協議会の皆さん方御意見をお伺いいたしまして、現場の訪問介護について

は、訪問についてはいろいろ大変なところがあるというようなところでございますけれども、そ

の点についても今後政府としても検討していくというような話もございますので、私は趣旨採択

でいいんではないかなと思っております。 

○土器委員 私は採択ですね。これから高齢者の方が増えていって、多くの方が自宅で住みた

い、最期を迎えたいとなると思うんで、報酬を上げとったほうがいいんじゃないかと思うんです

ね。結果的には施設へ入るよりは全体的にいうと自宅で過ごさせてもらったほうが安くつくんじ

ゃないかと思うんですよね、お金の関係。全体の話ですよ。国の全体の話。だから、制度として

訪問する方の賃金はきちっと上げておくべきじゃろうと思います。 

○草加委員 請願の趣旨中、上から１１行目から１３行目について、厚生労働省は引下げの理由

に訪問介護の収支差益がほかの介護サービスより高いことを上げておりますと。これはヘルパー

が効率的に訪問できる高齢者の集合住宅併設型や都市部の大手事業所が収支差率の平均値を上げ

ているもので、実態からかけ離れていますと述べられておりますが、私の見解としては一律に介

護保険の訪問介護基本報酬を引下げを撤回するよりも、都市部の訪問事業所と地方の訪問事業者

との格差を解消する手段を講じることを訴えるほうが合理的ではないかと考えましたが、先日の
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意見交換会で本市で最大規模の訪問介護事業者である備前市社会福祉協議会の方によると、現在

の職員も高齢化し、人材が不足しているとのことであり、私も備前市の議員であることから少し

でも本市の訪問介護事業所の経営の改善並びに職員の待遇が改善されることを考慮して、本請願

には採択とさせていただきます。 

○青山副委員長 私も採択ということで賛成です。先ほど来、議案書の審議の中でも居宅介護、

訪問介護についての資料も見させていただきました。それから、先日のここで研修も行ったとい

う中で、せっぱ詰まっている問題じゃないかなと思います。訪問介護者が、あるいはその担って

いる事業所がどんどん解散していくと、これを食い止めるということがまず第一なんで、私は採

択ということでお願いしたいと思います。 

○藪内委員 私も、採択でお願いします。 

○中西委員長 大体意見も出そろったようですので、第１２号の採決をします。そのときに異議

ありがあれば挙手によって採決をします。多数、少数によって採択を諮るかどうかが行われま

す。その後、また少数意見の留保もありますんで、考えておいていただきたい。 

 趣旨採択の希望がある場合、採決はまず趣旨採択についてから行い、趣旨採択がなかった場合

には採択について採決を行うということになっておるようですので、まず趣旨採択について諮り

たいと思います。 

 よろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、請願第１２号介護保険の訪問介護基本報酬引下げの撤回に関する意見書の提出を求

める請願について採決いたします。 

 まず、採決は趣旨採択について行います。 

 趣旨採択に賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

 挙手少数でありますので、本請願は採択について採決を行います。 

 本請願は採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

 ５人。ありがとうございます。 

 挙手多数であります。よって、請願第１２号は採択されました。 

 少数意見の留保を希望される方はおられますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なしということであります。 

 採決の結果、賛成多数で請願第１２号は採択されました。 

 請願第１２号についての審査を終わります。 

意見書提出に反対者がいる場合は賛成委員からの議員発議となりますので、委員会からの発
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議はしないことになります。閉会後に議員発議の準備をしていただくようお願いを申し上げま

す。 

 それでは、委員会中途ですけど、暫時休憩します。 

              午後０時０１分 休憩 

              午後１時００分 再開 

○中西委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

********************** 議案第97号の審査 *********************** 

 次に、議案第９７号令和５年度備前市病院事業会計決算の認定についてを議題といたします。 

 資料が出ておりますんで、資料も御覧になっていただきたいと思います。 

 たくさんの資料をどうも御苦労さまでした。 

 それでは、議案第９７号に質疑を希望される方の発言を許可いたします。 

 議案はもう一括で歳入歳出ともしていただければと思います。 

○守井委員 備前市病院事業の経営状況という一覧表を見させていただきまして大変ありがとう

ございます。その中から何点かお願いいたしたいと思います。 

 ぱっと見赤字が以前よりも増えたなというような感じで、今まで黒字だったところが赤字にな

ったりという形で、この収支差益、経常収支比率合計のその下のところに経常収支というところ

がありまして、例えば備前病院では△の４，０９２万３，０００円、前年が黒のただの１億８，

６７６万２，０００円というようなことに、次の日生病院では１，７１３万５，０００円と、そ

れから吉永病院では△の６，０９２万円と、それからさつき苑では△の２，５９３万５，０００

円というようなことでございますが、令和４年に比べて令和５年度の決算はそういうことになっ

ておるんですが、全体としてどういう状況であったか、御説明していただけたらありがたいと思

います。 

○藤澤病院総括事務長 令和元年度末からですけれども、コロナ感染症が発生しまして、そちら

の流行によって令和２年度の決算というのは結構厳しい収支でした。令和３年度、４年度につき

ましては、備前病院を中心にコロナの入院患者さんを受け入れます確保病床の補助金というもの

が非常に多くございました。年間２億円ちょっとありましたので、そちらのほうで備前病院、黒

字に３年度、４年度となっております。５年度につきましては、そちらの補助金はほとんどあり

ませんでしたので、それで以前の状況に多少戻ってしまっているというような状況があります。 

 あと、吉永病院も２年度のあたり収益、収支落ち込んで、２年度は５，０００万円近い赤字で

ありました。３年度、４年度を経て５年度もその状況が戻ってしまっているっというような状況

かと今思っております。 

○守井委員 この補助金が令和３年、４年は貢献したんじゃないかなという考え方で、令和５年

なって元へ戻ったんじゃないんかということでこのような状況になっとるというようなことで、

３年、例えば人の動きも変わってきているんかな、コロナを過ごして変わってきたんかなという



- 30 - 

ところですけれども、単年的なことだけで済めばいいかと思うんですけど、これが累積になって

くると大変ではないんかなと思うんですけど、そのあたりの改善策か何かお考えになられている

かどうか、お聞きしたいと思います。 

○藤澤病院総括事務長 吉永病院ではまず施設基準の見直し、特にリハビリが今現場から提案が

ありまして、施設基準を１つ基準を上げるということで、それで年間数１００万円アップする予

定になっています。 

 それから、一番大きいのが病床をいかにして埋めるかということだと思います。令和５年度の

吉永病院の病床利用率というか、１日平均当たりの病床利用患者さんが４１．１だったと思うん

ですけど、５０床ありますので、しっかり入院していただいて収益を確保するということしか今

のところはないのかなと思っております。 

○小野田備前病院事務長 備前病院についてですが、これまでも訪問リハビリ等外へ出ていくと

いうようなことをずっと計画していました。令和５年度１２月からやっとその訪問リハビリがス

タートしました、人数についてはまだまだなんですが、令和６年度になって人数的にもそこそこ

増えてきたような状況です。外に出ていったりとか、地域連携室中心に備前病院療養病床があり

ますので、長期的な入院が必要な方を確保することで収益の改善につなげていきたいと今は考え

ています。 

○隅谷日生病院事務長 日生病院の収支については令和５年度は黒字ではあったんですけども、

医業収益が前年度に比べて少なかったっていうところもありまして、吉永病院と同じようにはな

るんですけども、病床利用率の増加について引き続き注視していきたいと考えております。 

 あとは訪問診療についても今現在やっているものに加えて引き続き行って、在宅の方への治療

ということへも進めていければと考えております。 

○山口備前さつき苑事務長 さつき苑は、このところずっと赤字ということですが、令和４年度

についてはコロナのクラスター発生ということで入所を中止したり、デイサービス、通所を１か

月ほど休止したりしたもの、あと入所の制限を昨年の５月コロナが２類から５類になるまで入所

者を制限していた関係で収入が落ちております。その後もなかなか入所、満床にならずというこ

とや、通所でコロナの感染者が発生し、通所を１０日間、２週間近くお休みしたこともあって５

年度も収益が思ったようには上がってないんですけれども、ベッドの利用率とかは令和４年度よ

りも５年度のほうがほんの僅かですが、少ないんですけれども、令和４年１２月から超強化型と

いうことで加算がつくような、加算が取れるものは加算を取っていって収益を上げるように努力

した結果、ベッドの利用率というか、入所者の数が若干少ないんですけれども、収益は上がって

いるという状況になっております。この取組を今後も続けていきたいと考えております。 

○奥道委員 この資料の外来収益の推移のところを見せていただいて、備前病院、日生病院に比

べて吉永病院が断トツ多い、吉永病院さん外来が多いんですねっていう。要因みたいなもんはあ

るんですか。 
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○藤澤病院総括事務長 通常の病院の収益っていうのはどちらかというと入院収益がどの病院も

多いと思うんですけれど、吉永病院病床数が５０床しかないということで、かつてから外来には

力を入れているというところでございます。以前もお伝えしたかもしれませんけれども、吉永病

院の場合は２０科の診療科を標榜しておりまして、大学病院とか、それから関連病院から非常勤

で先生方に来ていただいています。そういう関係で、様々な科の疾病を診察することができると

いうことで外来の患者さんというのはある程度それで多いのかなと思っております。 

○土器委員 今、訪問リハビリというてお聞きしたんだけど、どのような形、訪問してリハビリ

するんですか。 

○小野田備前病院事務長 備前病院の場合ですと、理学療法士が各家庭等に出向いてその場でリ

ハビリをさせていただくような形になっています。 

○土器委員 実は、この１５日に高齢者ふれあい事業で伊部の木村病院の先生に来てもらって認

知症の話をしてもうたんじゃけど、その後はいろいろ意見交換みたいな形の中で木村先生は在宅

で家へ訪問して、ずっと前からしよられるんです。その中で出られたことは公立病院の先生も待

つんではなしに行って、家へ行って診察することが大事じゃないかなという話が出たんです。今

の備前市の中で木村先生みたいな形は何人の方の先生がしよられるんですかね。訪問して医療で

すね。 

○藤澤病院総括事務長 まず、吉永病院で病院事業管理者が訪問診療へ週１日、木曜日の午後に

出ております。そういう形で市内、三石、吉永、それから伊里地区にも幾らか行っている、それ

から和気町の患者さんもいらっしゃいますので、和気町にも行っていると聞いております。 

○隅谷日生病院事務長 日生病院の訪問診療についてお答えします。 

 日生病院では内科医師及び総合診療科の医師が中心となって施設でいうと８施設プラス在宅の

患者さんに対して診療を行っております。 

○土器委員 施設以外に個人のおうちへは行ってないんですかね。 

○隅谷日生病院事務長 個人の方の内宅での診療も行っております。 

○立川委員 決算書３ページ、資本的収入及び支出、収入の貸付金返還金ということで年間６９

万円上げておられたんですが、決算額は１，１１９万円と。何が原因なのかなと。今、ここ一覧

表、修学資金の貸付状況、手元に資料も頂いていますが、その辺併せて御説明いただけますか。 

○藤澤病院総括事務長 この収益が増えている原因というのが、医学生の方に修学資金を貸与さ

せていただいております。そちらの医学生の方が修学資金辞退いたしますということで一括で返

済されたということで、こちらのほうが増額になっているということでございます。 

○立川委員 それってマイナスのプラスですね。医学生ということはもうここではしません、結

構ですということで帰られてお金も払われたと。これ、どこに入っとんですかね。医師のこの２

名の中に入っているんですか。 

○藤澤病院総括事務長 いえ、こちらの２名の方は今も継続されている方ですので、もう別個の
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方です。 

○立川委員 今医学生の方は何人この修学資金の貸付けを受けておられるんですか。 

○藤澤病院総括事務長 その資料にございます２名の方が継続して受けておられます。 

○立川委員 じゃあ、もともと３名やったのが２名になったということですね。 

○藤澤病院総括事務長 もう一名既に貸与が終わって研修期間で研修医として働いている間は猶

予という形なっていますので、そういう方が１名おられます。 

○立川委員 医学生というよりも研修医さんが返済されたということですね。 

 その裏の支出なんですけど、４ページですか。貸付金がこの４８０万円減っているのももうこ

の加減で、これは医学生。 

○藤澤病院総括事務長 医師、医学生さんのお二人の方の４８０万円です。予算時にはほかの看

護師さんの予算等も取ってはおりましたが、５年度については実績がありませんので、それで当

初予算と比べて減っているという形になっています。 

○立川委員 修学希望の方っていうのはまだほかにいらっしゃりそうですか。そういう修学生募

集していますよという御案内はどこどこ出されとんですか。 

○藤澤病院総括事務長 当初予算が決まりましてから４月になってから募集をしているんですけ

れども、まず「広報びぜん」には出させていただいております。それから、各看護学部等を持た

れる看護学校とか、それから大学にも修学資金御案内を出させていただいております。 

○立川委員 「広報びぜん」で見たことあるんですけども、大体それをあまり見ませんよね。

「広報びぜん」見てきたというのは少ないと思いますので、今おっしゃったように看護学校と

か、もうネットの情報でいきますので、それは御存じだと思うんです。ドクターでももうネット

で次の情報を探せるぐらいですので、何とかネットで広報はできませんか。 

○藤澤病院総括事務長 その時期に市のホームページには載せていると思うんですけれど、何か

検索しやすいところがあればと思っております。 

 それから、申し忘れましたが、高校にも御案内を出していますので、高校を卒業されて看護学

校へ行かれる方、御利用したいという方がおられましたらそちらの学校を通じて申し込んでいた

だくこともできますので、そういう形で広報しております。 

○立川委員 ぜひ志のある方、しっかり集めていただいて、せっかく好きでやってくださるわけ

ですからよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして４０ページ、自分のところで今概評を書いておられるんですが、経営指標に対する

事項というところで下から４行目ですか、病院経営の中で医業収益以外の収入に依存しているこ

とが考えられますと。病院やのに医業収益以外の収入。これも当たり前で考えてほしいなと思う

んですけど、何が原因だと分析をしておられるんですか。 

○藤澤病院総括事務長 先ほども申し上げた医療収入が大変落ち込んでいるというところがござ

いまして、吉永病院に限ってのことで申しますとですね。外来収益がかなり減っております。以
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前は吉永病院も医業収支で１００％を超えていた時期もあるんですけれど、こちらのほうが今下

がってしまっている。営業収益以外の収入に依存していると書いてあるのは医業外収益がござい

まして、こちら通年ですと一般会計からの繰入金というものが入って経常収支については黒字に

なるときもありますと、そういうことでございます。 

○立川委員 結局繰入金に頼っていますよと。救急加算の交付金でももらったりということを書

きたかったんだろうなと思いますので、本業で何とかプラスのほうをね。さっき言いましたけ

ど、今の先ほどの答弁だけでは当然改善できないんで、ぜひその点真剣に考えていただきたいと

思います。もう交付金やら繰入金頼みではつらいなと思います。 

 病院事業全体としてということで医業収益、介護収益以外の収入にとこれも重ねて書いておら

れるんで、交付金がなかったら困るんですよと、繰入れがなかったら困るんですよという悲鳴に

聞こえますので、何とかこういうことを書かないようにほかの収益の道を考えていただきたいと

思うんですが。さっきヒントがありましたね。ＰＴさん使った訪問、今備前病院のほう言ってお

られましたけど、そういったところで新たな収益を生む方法を考えていただきたいと思うんです

けど、どんな具合ですか。 

○藤澤病院総括事務長 今、存在している人材等をしっかり活用させていただいて、できること

には全て取り組んでいまいりたいと思います。 

○立川委員 ４２ページに備前病院、ジェネリックの使用体制加算１を取っておられるというと

ころ見たんですけど、これ入院初日だけが８０点か９０点かやったですよね。たしかそう思うん

ですけど、次のページですけど、薬剤師さんがおらへんので、残念なんですけど、これ何かほか

に加算取れたらしっかり、８７０円、９００円取れる加算だと思いますので、入院当初だけです

けどね。そういったところの加算をもう少し見ていただきたいと思うんですけど。 

○小野田備前病院事務長 加算については担当担当で取れるものは全部取っていきたいとは考え

ています、これ以外にも。今回、ここへ出ているのは令和５年度に新たに取ったというか、そう

いったものになりますので、まだほかの加算もいろいろとありますが、その都度見直しはかけて

いきたいと思います。 

○立川委員 取れた加算書いておられると思いますが、ジェネリックも使用加算じゃなくて薬剤

師さんが、備前病院も院外やな、院内ですと吉永病院の方特に加算取れますよね、院内薬局です

から。ぜひ考えていただきたいと思います。 

 ４４ページ見てみますと備前病院、日生病院、吉永病院、老健もそうですけど、薬剤師のお名

前がないんですけど。薬剤師さんはいらっしゃらないのかな。 

○藤澤病院総括事務長 薬剤師につきましては医療技術員の中に含まれております。こちらがそ

のほかの放射線技師だとか、それからリハビリテーションの職員、臨床工学技士等も入っている

数字になっておりますので、この内数で薬剤師はおられるということです。 

○立川委員 何名。 
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○小野田備前病院事務長 備前病院は薬剤師３名になります。 

○隅谷日生病院事務長 日生病院は正職員が３名に今年度からなっております。 

○藤澤病院総括事務長 吉永病院ですが、薬剤師が６名、正職員が４名と非常勤が２名でござい

ます。 

○山口備前さつき苑事務長 さつき苑には薬剤師はおりません。 

○立川委員 備前病院の３名、日生病院の３名は常勤換算だと思いますので、吉永病院は２名と

正職が４名ということなんですけど、吉永病院は院内を持っとるおかげでこんだけいらっしゃる

と思うんですけど、薬剤師のお仕事、それも加算で取れる方法ってあるでしょ。特に、吉永病院

は院内ですから薬局の処方もかかってくると思いますけど、例えば持込み薬のあれとか、新薬の

加算とか。備前病院や日生病院は院内がないわけですから、入院患者さんの処方。その他の業務

もあるでしょうけど、栄養等絡みの加算も取れますよね。 

○藤澤病院総括事務長 条件によっては取れる加算はございますので、取れるようでしたらしっ

かり取っていきたいとは思います。 

○立川委員 必ず取れると思いますので。老健も取れる加算があると思います。薬剤師と栄養士

もいらっしゃるんでしょ。この辺連携したら取れると思いますので、しっかり取れるもんを取っ

ていただきたいなと思います。 

○守井委員 ４５ページ、吉永病院の医師が４４人から５４人に１０人増えたような状況になっ

ているんですけど、これは変更があったかどうか。 

○藤澤病院総括事務長 こちらが医師の働き方改革の関係でお一人お一人の勤務できる時間とい

うのが短くなってしまっている、そういう感じで当直に来られる先生方も増えたりして実人数は

増えておりますが、常勤換算した数というのは増えておりません。 

○中西委員長 ほかにはございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら質疑を終結したいと思いますけども、よろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 

 これより議案第９７号を採決いたします。 

 本決算は認定することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第９７号は認定されました。 

 以上で議案第９７号の審査を終わります。 

********************** 報告事項（保健福祉部、市立病院） *********************** 

 続きまして、報告事項に移りたいと思います。 

○高橋保健課長 マイナンバーカードの取得状況については市民課から報告があると思いますの
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で、国民健康保険と後期高齢者医療についてのマイナ保険証について報告いたします。 

 マイナ保険証の登録率ですが、令和６年７月末現在で国保が７３．１％、後期高齢者が７２．

４％、利用率につきましては国保が１８．５％、後期が１４．１％と備前市はマイナ保険証の保

有率が全国でも上位４位と高い保有率を誇っておりますので、マイナ保険証の登録率も全国に比

して非常に高い登録率でございます。 

 また、利用率につきましては毎月数％ずつ上昇をしており、利用率につきましても県平均より

も高い利用率でございます。 

○中西委員長 質疑がございますでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高橋保健課長 スマートデバイスによる個人の健康管理サービスの進捗状況について報告いた

します。 

 お手元にカラーでＡ４判１枚の資料を配付しておりますので、御覧になりながらお聞きくださ

い。 

 ６月補正で計上させていただきましたスマートデバイスを使った健康づくりですが、ウオーキ

ングをメインとした健康づくりを行う事業です。先ほど、国保特別会計の決算で申し上げました

とおり、生活習慣病による医療費が年々上昇しておりますので、ウオーキングをメインとした健

康づくり事業として全身のＢポイント事業をこの健康マイレージサービスにおける事業に置き換

えて実施をする予定で、現在業者と制度設定の協議を行っています。 

 資料につきましては、ＮＴＴドコモが事業展開をしています健康マイレージサービスについて

の資料でございます。２つのアプリを利用し、スマホに収集した歩数データから獲得ポイントの

見える化、継続利用ができる各種機能を提供します。また、スマホから収集した各種データから

ＡＩが推定を行い、改善ポイントの提示やその改善ポイントに資するミッションを実行すること

で参加者の生活習慣改善等を支援するものでございます。住民の皆様が指導を受けるというより

は、自分で健康に気をつけて楽しみながら取り組めるアプリということで、このＮＴＴドコモの

アプリを活用して頑張れば２，０００ポイント、１ポイント１円換算での付与を計画しておりま

す。 

 １１月広報で市民には募集し、１２月１日よりアプリの供用開始の予定でただいま準備をして

おります。委員の皆様もほとんどの方が国民健康保険、また後期高齢者医療に加入をされている

と思われますので、保険者である備前市が実施する健康づくりの事業にぜひ参加していただきた

いと思い、次回委員会でこの健康マイレージ、備前健康マイレージというネーミングにしようと

現在考えておりますが、この事業を使うに当たって、とっても軽いスマートウオッチを購入いた

しまして、このスマートウオッチを３年間配付し、そのデータを積み上げることでこういう自分

で気づく健康づくりの動機づけをしたいと図っておりますので、ぜひ説明会には御参加いただき

たいと思います。 
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○中西委員長 説明が終わりましたけども、この件で御質問のある方はおられますか。 

○立川委員 このマイレージサービスは１２月からの本格スタートというところで理解しとった

らいいんですか。あと何かそれまでにおっしゃったようなデモとか、そんなんがあるんですか。 

○高橋保健課長 予算の関係上、今年度は１２月からのスタートで１２月から３月まで、あと来

年度、再来年、３年間の計画で実施予定でございます。 

 現在、先日保健課健康係の職員に、この事業を担当する５人と部長とにデモ機を先行で借りて

おります。委員の皆様にもぜひ広告塔という立場で啓発を、事業への参画をぜひお願いしたいと

思いますので、この資料にあるアプリは１２月１日からの供用開始なんですが、その前にまずス

マートウオッチを配付させていただいて、皆さんスマートウオッチで自分の歩数だとか、睡眠状

態だとか、心拍数だとか、一つの目安なんですけど、それを自分のスマートウオッチとスマート

フォンとで連携させて見るという習慣をぜひ皆様にも先行で体験していただけたらなと思ってお

ります。 

○中西委員長 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 特定健診と各種健康診断の現在の進行状況を、特にコロナ以降のところでどうなのかというの

が気になりますんで、簡単に御報告をお願いいたします。 

○高橋保健課長 令和６年度の特定健康診査につきましては、先ほど国保特会の決算報告で申し

上げましたとおり、コロナ禍の影響はほぼ影響なく、コロナ前の状況に健診の受診状況は戻って

いる状況でございます。６年度も若干夏の受診者が減っている状況ではありますが、例年並みと

思っております。また、先ほど紹介したこの健康マイレージサービスの健診を受けることを一つ

の申込みの参加資格とさせていただこうと思っておりますので、受診者を増やす一つの要因にな

ったらいいなと、きっかけになったらいいなと思っております。 

 また、各種健康診断のがん検診につきましては、前半が７月中で終わりました。９月から後半

戦を行っておりますが、昨年並みという状況でございます。特に、胃がん検診につきましては受

診者が年々減少しております。理由を確認しますと、バリウムを飲むことでのしんどさ、それか

ら健診車の上で何回も回転することでの苦痛、またバリウムを排出するために便秘になること、

数々集団健診は高齢者が受けられるので、胃がん検診は誤嚥も危険性ありますので、胃カメラの

ほうに順次声かけをしている状況ですので、受診者は減っていくかなと思っております。 

 また、大腸がん検診は自宅でどなたでも受けやすいということで、今年は特に市役所の１階、

２階の通路に御自由に持ち帰って皆さんぜひ受けてくださいということで、対面ではなく便の容

器を受け取れるように置いておりますので、対象者数というのは企業で健診を受けている人も全

て備前市の健診の対象者数に計上されているので、ぜひぜひ受けていただきたいということで御

自由にお持ち帰りくださいとしているので、今年は大腸がん検診が増えるのではないかと期待を

しているところです。皆様もぜひ御協力よろしくお願いします。 
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○立川委員 大腸検診でも結果もフォローしてくださるんですか。例えばファイバーならファイ

バー費何ぼか出しますよとか。 

○高橋保健課長 大腸ファイバーは医療保険になりますので、医療費の助成はしておりません

が、精密検査の案内は市で行いまして、年度末に精密検査受診の結果報告がない方には再度受診

勧奨をして、ぜひ受けてくださいということでお声かけをさせてもらっています。 

 追加でもう一点報告をさせてください。 

 コロナワクチンの予防接種が１０月１日から開始されます。今年度から予防接種法の定期予防

注射Ｂ類になりますので、６５歳以上の高齢者を対象に行います。費用は市で一部助成をさせて

もらいますが、自己負担が一般で２，５００円、非課税世帯で１，５００円、生活保護の方が０

円での接種となります。また、接種時期につきましてはインフルエンザの予防接種と同じにして

おりますので、１０月１日から１月３１日ということで、各自で医療機関、接種医療機関で実施

をしていただくことになります、従前のような接種券の送付というものは今年度からはありませ

ん。 

○守井委員 今のコロナの関係で、案内文が来るんでしょうか。 

○高橋保健課長 今年度から案内はありませんので、広報紙でのお知らせとなります。 

○土器委員 コロナとインフルエンザとは日にち空けにゃおえんのじゃないかね。一緒にできる

んかな。 

○高橋保健課長 予防接種法上は同時接種が可能です。一緒に受けられている方は片手ずつに、

右手と左手に受けられたというのをお聞きしますが、医師によっては接種を受けた後少し副反応

が出たりする方、高熱とか高血圧とかがある方もいらっしゃるので、インフルエンザを受けた後

２週間ほど期間を置いてコロナワクチンを受けるようにとされている医療機関もありますので、

同時接種を希望される方は事前に医師と相談していただいたらと思います。 

○中西委員長 ほかにはありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○菊川社会福祉課長 福祉まつりとこどもフェスタにつきまして、社会福祉課とこどもまんなか

課から御報告申し上げます。 

 まず、市民ふれあい福祉まつりにつきましては、現在実行委員会において協議し、準備を進め

ているところですが、概要についてお知らせいたします。 

 日時は１１月９日土曜日９時から１４時、場所は備前市チオビタ運動公園内の体育館と屋外広

場が会場となります。イベントの前段で金婚夫婦や老人福祉、障害者福祉、功労者表彰などの式

典を執り行います。それから、１０時半からこどもフェスタと合同の全体イベントを開始となり

ます。その中には昨年度同様に、市議会議員の皆様とのトークコーナーについても承っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 屋外広場では、食品等の販売を行う計画となっております。また、いろいろなブースを回って
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いただけるようにシールラリーを行う予定としております。委員の皆様におかれましても積極的

な御参加をお願いいたします。 

○竹林こどもまんなか課長 それでは、こどもまんなか課から、従前のこども応援フェスタから

名称を今年度変更いたしまして、こどもまんなかフェスタということで開催を考えておるところ

でございます。市民ふれあい福祉まつりと同日、１１月９日の１０時３０分から１４時の予定

で、同じくチオビタ運動公園体育館で開催を予定しております。 

 内容につきましては、合併の２０周年記念事業ということもございまして、今までやったこと

のない何かイベントごとをということで検討しておりまして、ｅスポーツの体験というのを取り

入れてみようかと検討をしているところでございます。ｅスポーツで、ゲームになりますが、子

供の参加に加えましてふれあい福祉まつりに参加いただいております高齢者の方との例えば子供

との対戦というような形を取れないかとか、そういったことを現在検討しております。それ以外

につきましては、従前どおり協力団体によります各展示ブースにおきまして、様々な展示やゲー

ムといったようなところを予定しておるところでございます。 

○中西委員長 トークショーのところでは議会も大変お世話になります。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 何か委員の皆さんのほうから質問とかありますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤澤病院総括事務長 病院から新型コロナウイルスの検査件数、陽性判定者数及び陽性判定率

という資料、それからもう一つ岡山県内の新型コロナウイルス感染症の年齢別発生状況という資

料を提出させていただいております。こちらにつきましては、８月の厚生文教委員会でも報告を

させていただいたものの続きとなっておりまして、先月の資料に新しいデータを追加したものと

なっております。 

 まず、市立３病院のコロナウイルス検査件数を見ていただきますと、８月に大きいピークがあ

りまして、それから今現在の９月に入ってからは減少傾向にあるということでございます。 

 もう一枚の岡山県の発生状況を見ていただきますと、こちらのほうがピークとか、それから下

がっている状況というのはより分かりやすいのかなと思っております。お盆の影響だったのか、

８月１９日の週に一旦増えているんですけれども、それ以外は７月の終わり頃をピークにしまし

て徐々に下がってきているという状況です。 

○中西委員長 年齢層も何か満遍なくという感じで出ていますけども。 

 皆さんから何か質問があれば。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ５類に落ちたといえどもなかなか猛威を振るっているときもありますから、また適宜報告をお

願いしたいと思います。 

 続きまして、３病院における奨学生の状況、先ほどの決算のところでもありましたけども、効
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果について少しお話をしていただけたらと思います。これも資料が出ています。 

○藤澤病院総括事務長 修学資金の貸与状況でございます。令和３年度、４年度、５年度に加え

まして令和６年度はまだ予定の部分もありますけれども、記載させていただいております。 

 令和５年度におきましては、看護学生の方が募集したんですが、おられませんでした。継続の

意思の医学生の方が２名継続して受けられました。こちらのほうは４８０万円というのが病院事

業会計の決算に数値として上がってきております。 

 令和６年度につきましては、４月に募集しましたところ、看護学生さんが１名応募してくださ

いまして、この方への貸与を始めたところでございます。 

 一番下に修学資金を借りられた方の新規就職人数ということを書かせていただいております。

令和４年度におきまして、薬剤師の方が１名、それから今年度の４月に看護師の方が１名就職さ

れましたので、このあたりでしっかり効果は出ているのかなと思っております。 

○中西委員長 質疑はございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

********************** 所管事務調査（保健福祉部、市立病院） *********************** 

 所管事務調査に移りたいと思います。 

 認知症対策への取組状況について報告を願います。 

○梶藤介護福祉課長 本日資料をお配りしておりますので、御覧ください。 

 認知症施策についてとして一覧表にした資料がございます。これは備前市の認知症の施策につ

いての事業を網羅させていただいてまとめておりますので、こちらについては御覧いただきたい

と思います。 

 １か所訂正をさせてください。この資料の２ページ目の表以外のところのまず第１個の丸で

す。頭すっきりサロンという認知症予防教室というのがあります。ここに現在１０地区で開催と

書いているんですけども、現在８地区、１０が８になります。訂正をお願いいたします。 

 認知症施策につきましては、経年的にずっと継続してやっているものもあれば、令和５年度か

ら取り入れてさせていただいているのもあります。５年度に開催したものだけ抜粋をさせていた

だきますと、１枚目の真ん中の下ぐらいなんですけども、認知症等ひとり歩き対策事前登録・あ

んしんおまもりシールというのがあります。これは令和２年度からした事業でございますが、そ

の下の認知症事故救済制度というのが何らかの認知症の方が事故に遭われたときの損害賠償責任

も市のほうで保険を掛けて令和５年度から始めております。 

 それから、認知症介護家族の会がその２つ下にありますけども、従来北圏域での開催でした

が、昨年度県と一緒に少し圏域、大きな圏域の中で認知症家族の会を開催しました。その後、こ

ういった会が続いたらいいなという要望も受けまして、南圏域で開催を始めております。 

 それから、２ページ目の上から３つ目、認知症にやさしいお店・事業所登録事業を昨年度から

始めております。こちらにつきましては、認知症サポーター養成講座を受けていただいた企業や
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団体が店頭にステッカーなどを貼っていただいて、認知症にやさしいお店という目印で登録をし

ていただくような事業となっております。３社の方が現在登録していただいておりまして、この

第１事業所が今おられます草加委員のくさか法務事務所で第１号を登録していただきました。そ

のような取組を認知症の施策の中でしております。 

 一番下にアルツハイマー月間の取組ということで、まさに今委員の皆様も１階のロビーを通っ

てきていただいていると思いますが、昨日１７日の火曜日からロビーでアルツハイマー月間の展

示、本人の発信の機会とするような展示もしておりますので、ぜひ御覧いただけたらと思いま

す。 

 そのほか、この月間の取組としてサポーター養成であるとか、それからもの忘れ相談会など、

図書館での関連図書の展示等もしておりますので、ぜひ御覧いただけたらと思っております。 

 それから、今年度のオレンジフェスタ、認知症講演会について、もう一枚の資料になります

が、まとめておりますので、御覧ください。 

 今年度につきましては、１２月７日の土曜日１時半から３時半で予定をしております。場所は

市民センターです。 

 内容としましては、認知症当事者による講演会、下坂厚さんという京都におられる５０歳で若

年性認知症の方、当事者の方に来ていただく予定としております。同時に、この下坂さんは写真

を撮って自分の記憶を残していきながらつないでいくという写真展も開催しておりまして、そち

らについてもこの機会に同時開催を予定しております。 

 それから、医師による講演会として片山内科クリニックの片山先生においでいただいて、本当

に基本的なところですけど、認知症の御理解をいただく内容、今治療なんかも大分治験が進んで

おりまして、実際に投薬も始まっております。そういった内容についての御講演をいただきま

す。片山先生につきましては、県内で認知症の治療の最前線をいっておられる権威ある先生でご

ざいますので、いいお話が聞けるんではないかと思っております。 

 それから、その後片山先生、それから当事者の下坂さんによるトークセッションも認知症サポ

ート医であります木村先生に座長になっていただいてトークセッションをする予定としておりま

す。まだ演題とか未定でこれから詰めていくような形になりますけども、ぜひ御参加いただけた

らと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それからもう一点、香登地区で見守り声かけ訓練、徘回模擬訓練と申しますが、それについて

今年度は香登地区で進めております。この徘回模擬訓練つきましては平成２８年から始めており

まして、三石地区や、それから片上地区で実際にさせていただいている実績があります。コロナ

禍になりまして、ここ５年ぐらい、３１年以降は寒河の地区で少し小ぢんまりとさせていただい

たり、それから警察、消防それから市の地域包括支援センターを中心に関係部署でしてきた経緯

はございますが、こういった形で地区に出かけて実際に見守り訓練をするというのは５年ぶりに

なります。 
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 現在、地区の自治会連絡協議会の区長さんだとか、それから民生委員さん、福祉委員さん、認

知症カフェのスタッフの皆さんと協議を進めておりまして、現在今ここに載せております日程に

ついて決まったというような状況です。 

 まず、３日間かけてというようなコースになりますが、１０月５日に訓練の目的等々を市から

説明をさせていただいて、訓練の内容について再度意見交換を行うというのを、こちらについて

はスタッフになっていただく区長さん、民生委員さん、福祉委員さん、オレンジカフェのスタッ

フさんを中心に集まっていただいてする予定にしております。 

 それから、１１月１６日に講演会、こちらも認知症サポート医であります木村内科の木村先生

に認知症の理解について講演をしていただき、一緒にどうしたら認知症になっても安心して生活

できるかな、こんな地区にしたいなというような意見交換を同日させていただきます。こちらに

ついては香登地区の皆様に回覧などで募って地区の方に参加していただくような会にしたいと思

っております。そこで実際に声かけ見守り訓練の内容について御説明をさせていただきます。 

 それから、実際に声かけ訓練をするのが１１月２７日水曜日になります。ここには警察の方、

消防の方も御参加をいただきまして、現在の認知症の現状や、警察で行方不明の方の状況などの

説明を受けたり、捜索活動について消防の方からお話を聞いたり、それから包括からは認知症の

方への接し方、声かけのポイントというようなことをお話をさせていただいて、それから実際に

認知症なってもらう役、認知症役の方が香登の中を３人ほど歩いていただいて、それに出会った

市民の方が声かけをするというような訓練です。できるだけスタッフとなる民生委員さんや福祉

委員さん以外の香登地区の住民の方に参加していただきたいなと思っております。これから地区

に向けては回覧なりで説明をさせていただきながら参加を募っていくというような順序になって

いくかと思います。 

 香登地区の見守り訓練につきまして以上になります。 

○守井委員 以前の話ですけれども、徘回をされる方もたくさんいたと思っておるんですけど、

最近は少なくなったような感じがしておるんですけど、備前市の中で対象者としては何人ぐらい

の方がおられてどういう傾向にあるんでしょうか。 

○梶藤介護福祉課長 全国的になんですけども、予備群を含めると６５歳以上の４人に１人が認

知症と言われております。実際の数をつかむのがなかなか難しいんですけども、この推計した人

口でいきますと約２，６００人が対象といいますか、認知症の有病率といいますか、なっている

方がいらっしゃるというような推計になるという状況です。 

 後期高齢の医療のデータは備前市のシステムの中からも見えるんですけども、７５歳以上の人

のうち認知症という診断がついている人については、令和４年当初のデータですが、１，５００

人ほどいらっしゃると思っております。 

○守井委員 こんなにもおられるんかなと思うて。それで、認知症でも重いんと軽いんといろい

ろあるんじゃないかと思うんだけれども、軽い認知症の方も含めてのという話でしょうかね。 
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○梶藤介護福祉課長 医療のデータについてはもう診断がついている方となるので、確かに軽い

方から重度の方までおられると思います。重度の方になると割と周りの方が気づいたり、それか

らそれを基に介護サービスにつながったりというような状況で、必要な方には支援が入っている

のではないかと思っております。 

 それの予備群の方っていうのもある程度の数はいらっしゃるんじゃないかと思っております。

高齢者が集まるサロンだとか、老人クラブとか、いろんなところで今認知症ケアパスという気づ

きシートという自分でチェックする分なんですけども、そういったものを普及させていただきな

がら御自分でもチェックしていただくような機会を設けたりとかというようなことはしておりま

す。もう数がなくて申し訳ないんですけど、大体感覚ではありますけども、認定を受ける方、約

２，５００人ぐらい年間でいるんですけども、介護認定を受けておられる方の半分以上は認知症

という病名がついているなっていうのは主治医の意見書等を見させていただきながら感じている

ところなので、認知症の方が増えているというのは相談業務、それからそういった認定の状況か

ら見ても感じているところです。 

○立川委員 お話の中でも出てきたんですけど、投薬で認知症を抑えるという部分ありましたよ

ね。レカネマブだと思うんですけど、そういう処方は何％か出てきていますか。 

○藤澤病院総括事務長 今現在、その投薬できる医療機関というのは限られていると聞いており

ますので、まだこちらの市立病院では出ていないと思います。 

○立川委員 先ほどおっしゃったように規制はあるんですけど、例えば出してくれるところもあ

るんかなと。公立病院になると枠外で来るようなお話もちらっと聞いたことあるんですけど、来

たらまた。効果はまだ分かりませんわね。保健課のほうでつかんでおられますか、そういう処方

を受けた方っていうのは。投薬のレセでありません。 

○高橋保健課長 レセ確認してないので、現在のところ分かりません。 

○立川委員 いずれは出てくると思いますので、またそのときに教えていただきたいと思いま

す。 

 それと、さっき課長の報告があったんですけど、認定を受けられている方とＭＣＩ、軽度の方

と大体数はどんなもんですか。 

○藤澤病院総括事務長 はっきりとした数はつかめておりません。 

○立川委員 今、その学会ではＭＣＩとフレイルと、この関係が議論されているみたいですけ

ど、しっかり数字ができたら教えてください。 

 それと、備前市で先ほどおっしゃいました１，６００ぐらいの該当があると。これほとんどア

ルツですか。例えばレビーとか前頭葉とか、その辺の割合はどうですか。 

○梶藤介護福祉課長 具体的な分析はできておりませんけども、全国的な大体傾向と似たような

ものかなと思っております。アルツハイマー型がほとんどだと思います。レビーがやや増加傾向

というのは全国的に見られるところなので、割合は分かりませんが、増えているのかなと思って
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おります。逆に脳血管はどんどん下がってきているという状況だと思います。 

○立川委員 血圧コントロールでおかげさまで脳血管は少ないらしいです。レビーがおっしゃっ

たようにアルツのほうが断然多いんですけど、もう１０人のうち２人か３人ぐらい幻覚が見える

っていう部分がかなり出てきているよという専門医から回答も受けたんですけど、その辺しっか

りね。先生が診ていただいたら分かると思いますけど、リハビリの方が多分大変だと思いますの

で、さっき土器委員がおっしゃったように訪問リハなんかですとＯＴさんがもう逃げて帰った

り、ＰＴさんがもうやめさせてくれ言ったりとか、そういう話が出てくるらしいんで、ここは認

知症の対応はＯＴさんは役所に１人だけいらっしゃるんですかね。たしかまだいらっしゃいます

よね。そういう方たちのフォローを忘れないようにぜひお願いしたいと思います。病院さんにさ

っきおっしゃったようにＰＴもＯＴも余っていますからどんどん利用してやってください。お願

いします。 

○中西委員長 ほかによろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 地域の新たな介護サービスの展開についてとしているんですけども、例えば今日のお話でも備

前病院でも訪問のリハを昨年から始めているとか出てきてますんで、少しそういう新しい動きが

あれば情報提供で教えていただければと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○梶藤介護福祉課長 新たな社会資源ということで、令和５年以降で新たな事業所をピックアッ

プして見ています。 

 まず、先ほどおっしゃっていただいた備前病院につきましては、令和５年１２月からでした

か、訪問リハビリに参入していただいています。令和６年１月からは同じ備前病院で筋力アップ

教室ということで、これも理学療法士、リハ職の方にお世話になった教室を始めていただいてお

ります。それから、地域の中でといいますと訪問看護ステーションが東片上のところにサンズナ

ースケアステーションというのは令和５年７月にできております。それから、わかくさ訪問看護

ステーション、草加病院の中にある訪問看護ステーションですけども、一時期スタッフの関係で

休止をされておられましたが、令和６年８月から再開をされたと聞いております。それから、ケ

アマネジャーさんの事業所が１か所、令和５年１１月にはーとふる・けあ居宅介護支援事業所と

いうことで、穂浪に開設をされておられます。 

 それから、介護タクシーの関係ですけども、ケアタクシー「カラー」という介護タクシーです

けども、この介護タクシーが事業所は西大寺と聞いておりますが、備前市もエリアとして拡大し

て６年１０月から、来月からこちらに参入されると聞いております。 

 それから、配食サービスの関係ですけども、東鶴山にある大松屋が昨年度、令和６年１月から

配食サービスの事業者に加わっていただいております。 

 それから、移動販売で株式会社フジというマックスバリュの系列の移動販売が令和５年１０月

頃から吉永を中心に回り始めまして、現在日生とか、それから島でもお世話になっております
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が、そういう形で移動販売車も１台市内を回るようになっております。 

 それから、これは最新で聞いたんですけども、訪問看護ステーションが２か所１０月から備前

市に参入されるという情報がありました。Ｐ．Ａ．Ｃ訪問看護ステーション、これは日生にでき

るとお伺いしております。それから、訪問看護ステーションＰＬＵＳ備前というのが片上に開所

されると、担当者がこちらに御挨拶に見えられたとお聞きしておりまして、これは両方とも１０

月からとお聞きしております。 

○立川委員 ＰＴさん、理学療法士さんはどんどん出ていかれているみたいですね、備前病院

は。たしか老健にいらっしゃるんかな。ＳＴさん、言語聴覚士はいらっしゃらないんですか。お

るんかな。多分、備前病院に２名、言語聴覚士、ＳＴのほう。お一人。 

○藤澤病院総括事務長 備前病院が言語聴覚士の方は１名です。 

○立川委員 市立病院の中でもお一人。 

○藤澤病院総括事務長 あと２名吉永病院におります。 

○立川委員 訪問で脳塞とかのアフターケアでかなり都会では需要されているらしくて、岡山は

川崎に養成所があるんですよね。あそこからどんどん出ていっているみたいなんで、できたら訪

問系でもそういったＯＴさん、ＰＴさん一緒に、ＳＴさんも行ってもらったら何か加算が取れる

ように聞いておりますので、そういったところでの新しいサービスも目指してほしいなと思うん

ですけど。 

○小野田備前病院事務長 院内でまた検討したいと思います。 

○立川委員 介護サービスと似たようなことなんですけど、移動援助、行動援助、行動支援とい

った新しいサービスも出ていると思うんですけど、悲しいかな備前市にはあまりないみたいで、

前もお伝えしたんですけど、行動支援、行動援助なんかでも同行したりとか、さっきおっしゃっ

たように買物でも行けないからということで行けるかな、行けないかな、ＭＣＩの途中ぐらいの

人ね。私がそうでしたら付添いに行って、一緒に行って全くしてあげるんじゃなくてこうしたら

いいのよという見守り的な、そういったサービスもかなりできてきているようにお聞きをしてお

りますので、そういったところも検討いただきたいなと思うんですけど。 

○梶藤介護福祉課長 ニーズとしては確かに高いと思っております。そういったサービスを例え

ばＮＰＯがしてくださっているのもありますし、先ほど申し上げた介護タクシーで病院とか買物

の付添いを３０分ごとに幾らというような形でサービスとして組んでくださっているっていうよ

うな状況もございます。これも対象者のニーズによってというか、状況によっていろんなやり方

があると思うんですけども、そういうことで介護タクシーが参入して、このたびもしてくださる

というところでは社会資源としていろいろ選択肢の一つとしてお伝えできるのかなというところ

です。 

 移動支援がなかなかニーズはあるんですけど、制度としてはなかなか難しいですが、考えない

といけないっていうところは理解しているつもりです。住民主体でいろんな地域を見ていますと
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住民が立ち上げてしてくださるような地域も、市外ですけども、あったりするので、そういった

ところも参考にできたらと思います。 

 あと、社協と一緒にしている生活支援ボランティア養成講座も今年度もしているんですけど

も、そういったところでちょっとした困り事をお助けしていただきたいという形で養成をしてい

るところですので、そういった登録された方のマッチングとかというあたりも今後できたらいい

なと思っております。 

○立川委員 ぜひマッチングしていただきたいなと。悶々と地域で暮らしている方もいらっしゃ

るみたいですので、ぜひマッチングしていただいて少しでもお手助けができるような、お願いし

たいと思います。 

 昔は、我々おじいちゃんは孫に手引いてもらえるからええんですけど、そういった優しい行

動、援助、やっているみたいなんで、またそっちのほうもよろしくお願いします。 

○土器委員 介護タクシーですけど、要支援とか要介護を持っていなかったら利用できないんで

すか。 

○梶藤介護福祉課長 要支援、要介護とか、それから身体とか、障害者手帳をお持ちの方は御利

用になられます。元気な方は利用できないんですけど、例えばけがをされて今移動が大変で交通

機関も御自分で利用することができないような方につきましても対象者としていただいていると

いうようなこともあります。 

○中西委員長 ほかにありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 介護保険発足というところ以外で除けばこんなにたくさんの介護に関する事業所が展開してく

るというのはこの１年で大きな特徴だと思うんです。在宅にシフトしていっているからだとは思

うんですけども、特に訪問看護ステーションが結構立ち上がってきていて、これまでも訪問看護

はなかなか採算ベースに合わないということで存続の危機に立たされているところでもありま

す。備前病院さんもそういった他のところとの競合になってきますから、訪問看護ステーション

が廃止ならないように頑張っていただきたいなと思います。また、いろんなサービスがどのよう

に実際行われていっているのかというのも今後また注目をしていきたいと思います。 

 あと最後に、コロナ後の介護認定の状況について何か特徴があればお話をいただけませんでし

ょうか。 

○梶藤介護福祉課長 認定の状況だとか認定者、それから認定率につきましては、コロナ前後の

平成３１年当初と比べてみましたが、特に大きな変化がなくて、ただ高齢者が増えますので、認

定者が増えているというようなことはあります。ただ、サービスの給付実績を見ますと施設入所

がもうどんどん下がってきまして、令和４年度がもう本当に施設入所についてはもう底だった。

令和５年度について見ますと、平成３１年度の実績に戻ってきましたので、かなり施設離れが進

んでいたんですけども、入所に傾いてきているような状況です。 
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 ただ、それで在宅サービスが減ったかというとそうではなくって、在宅を希望される方はたく

さんおられますし、要介護４とか５でも在宅している方もおられてです。なので、在宅サービス

については少しずつですけど、給付率は上がってきているという状況なので、コロナを経て施設

入所についても戻ってきたという状況です。 

 先ほども申し上げたんですけど、要支援１から要介護１の軽度の認定者が増えている状況なの

で、これは令和４年度からコロナ禍であってもかなりサービスの受給率が高く給付費も増えてお

りました。なので、軽度の認定者がこれから７５歳以上の後期高齢者ももう少し増えますので、

そういったあたりでは増えてくるであろうと見込みますし、それから先ほど資料に出ていました

認知症の方というのはもう感覚的にも増えてるていう人感がありますので、今後そういったとこ

ろの認定者は増えてくるだろうということと、コロナ禍の後令和４年度に増えたのは閉じ籠もり

になった体力低下とか、それから少し引き籠もっていた中で御家族の方が心配して外に出るとい

うあたりの相談が令和４年度は多かったというようなところで、要支援、要介護１までの軽度認

定者の給付費が物すごく上がってきたという実態はありました。４年度、５年度にかけてそこが

今継続しておりますので、軽度認定者の受給というのは今後も増えていくんでないかと見込みを

立てております。 

○中西委員長 この件に関して何か御質問がありますでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、ここで委員会暫時休憩したいと思います。 

              午後２時２４分 休憩 

              午後２時４０分 再開 

○中西委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

********************** 報告事項（市民生活部、総合支所部） *********************** 

 ここでメンバーは入れ替わっておりますので、まず報告事項からお受けしたいと思います。 

○文田市民課長 マイナンバーカードの取得状況について報告いたします。 

 御提出させていただいておりますお手元の資料を御覧ください。 

 令和６年度８月末時点における総務省発表の交付状況となります。 

 なお、基準人口につきましては令和６年１月１日時点で３万１，４１１人となっておりまし

て、率につきましては基準人口に対する割合となっています。 

 取得状況につきましては、申請につきましては３万５，００３件で申請率が９７．１１％、交

付については２万９，６９８枚で交付率が９４．５５％、保有につきましては２万６，７２５枚

で保有率が８５．０８％となっております。 

○土器委員 保有で８５．０８％、今の人口で割ったらこねえなるということですな。割ってみ

りゃええんじゃけど、持ってねえけ、電卓。 

○文田市民課長 人口につきましては、提出させていただいている資料のとおり６年１月１日現
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在の３万１，４１１人で算出しております。 

○守井委員 交付枚数が２万９，６９８で保有枚数が２万６，７２５となっているんですけど、

交付した枚数が保有枚数になるんじゃないかと思うんですけど、これはどういう意味合いでしょ

うかね。死亡や有効期限切れなどにより廃止されたカードの枚数を除いたもの、死亡した方がそ

のまま交付してという感じかな。 

○文田市民課長 委員御指摘のとおり、死亡された方でいいますとその交付の件数には上がって

おりますが保有から落ちてきますので、そういった異動に伴う差がある数字になっております。 

○守井委員 基準人口の時間的な差異はあるけれども、亡くなった場合は交付も消えていくんじ

ゃないんかと思うんじゃけど、そんなことにはならないの。 

○文田市民課長 この申請、交付の考え方につきましては、全国統一した集計の仕方になってお

ります。申請、交付につきましてはそれぞれの事務手続の数を延べで拾っておりますので、保有

の件数、パーセンテージからは多少の乖離がどうしても出てきます。 

○守井委員 この違いがその交付と保有のパーセンテージが９％ぐらい違うような形になってい

ますわね。ということは、２，９００人ぐらいが交付はしとるけど、保有してないというような

表示になっとるというような。先ほど、亡くなられた方なんかはもう保有になってないという意

味合いのような感じなんだけども、それは時間的な差異だけの感じなんですか。 

○文田市民課長 交付、申請につきましては、これは延べで積み上げておりますので、保有でい

きますとその調査時点での実際お持ちなっている方の数になるので、調査時点の差もあります

が、どうしても差はなくなったらなくなった分なり、例えば転居なり、住民異動に伴うもの等々

で差が出て保有に関するパーセンテージのほうが低くなります。 

○守井委員 通常的には交付率のこのパーセンテージでのマイナンバーカードの交付状況という

形での数値把握で一般的にも話をしても大丈夫なわけでしょうかね。 

○文田市民課長 全国的に統一した算出の仕方といいますか、集計を各自治体からの報告を基に

総務省が取りまとめておりますものになりますので、交付についての数値、パーセンテージにつ

いてはこうした全国から積み上げた総務省の発表によるものの使用で差し支えないと思います。 

○守井委員 交付率は全国的にも備前市は高位置にあるというようなことで、参考までなんです

けど、交付率の高い上の３つというのはどこどこか、もし分かれば教えてもらえますか。 

○文田市民課長 特別区と市の範囲で申し上げますと備前市が全国で第４位となっておりまし

て、上位１位から兵庫県の養父市、宮崎県の都城市、山口県の柳井市になっております。 

○立川委員 申請したのは３万５，００３。交付したのはその２万９,６９８。再交付、更新を

含むということなんですけど、差引きで８００ぐらいは結局何らかの理由で取り下げた、それと

もできなかった、そういった数字があるんでしょうか。 

 申請イコール全部交付ということではないと思いますので、その辺８００ぐらいあるんで、ど

ういった事情があるのか、お聞かせいただきたいと思います。 
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○文田市民課長 申請につきましては、先ほど来交付等々の取扱いと一緒で手続の総数になって

おります。交付より申請が多いところにつきましては、例えば申請したときに手続に不備があ

る、例えば顔写真をつけて申請しているけども、認められなかったので、また再申請をしている

等々の積み上げになっておりますので、そういった手続の不備等も含めた総申請件数と考えてい

ただけたらと思います。 

○立川委員 大体そういうところで、申請の数より交付が当然少ないわけで、これざっと８００

ぐらいがペケになっている。おっしゃったとおり不備が何件なのか、それともやっぱりいいわと

言われた方もこの中に当然入っとんでしょうね。交付までにやっぱりやめとくわとか、そういう

人も入っているわけですか。それとも不備だけが８００人。どう解釈したらいいでしょうか。 

○文田市民課長 委員御指摘のとおり、申請はしたものの交付はやっぱりいいといったような場

合も含まれております。 

未交付となって市で保有しておるものが一定数あります。これは非常に流動的な毎月毎月申

請されては交付し申請されては交付しということで数が動いているんですけれども、８月の末時

点で２２５枚が未交付として保有しております。 

○中西委員長 ほかにはありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○岡村環境課長 それでは、ＰＦＡＳ搬出の進捗状況につきまして御報告させていただきます。 

 今定例会にて市長より御答弁がありましたとおり、撤去作業が開始された７月２５日から９月

６日までにフレコンバッグ６０個が搬出されているところでございます。また、新たに９月１３

日に１６袋の搬出がございましたことを御報告させていただきます。 

○藪内委員 今までずっと匂いがしたことないんですが、今日初めて真横通ったときにつんとく

る臭いがしたんですよ。何か関係あるんでしょうかね。 

○岡村環境課長 関係あるかないか言われたら私どもも把握してないんですが、活性炭ですの

で、基本的には臭いはないものかなとは考えております。また、現場のほうちょこちょこ行って

ますんで、そういった御意見を頂戴して現場でも確認をさせていただけたらと思います。 

○藪内委員 私もずっと走っていて今日初めてのことなんで、多分違うとは思っているんですけ

れど、でも一応お尋ねしたほうがいいかなと思って。 

○青山副委員長 ９月１３日に１６袋が搬出されたということなんですけど、こういったような

地区への連絡と、報告はされとるんですか。 

○岡村環境課長 地区への報告ですが、今日幾ら搬出されましたという報告はしておりません。

しかしながら、区長さん等々が来られたときにそういった状況等々は何度か御説明はさせていた

だいております。 

○青山副委員長 そしたら、市から積極的に区長に連絡とか報告とかというんじゃなくて、お尋

ねがあったらそういう情報を教えてもらえますよという、そういうスタンスでいかれるんです
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か。 

○岡村環境課長 問合せ等々がございましたら区長さんに限らずお答えしておるところでござい

ます。 

○青山副委員長 この件につきましてはもう早く提供してほしいとか、そういったような、それ

から漏れてそれが風評被害になるんじゃないかとかということで地元ではかなり心配、不安をし

ております。一々逐次というわけにいかんと思うんですけど、定期的に１か月に一遍とか報告を

してあげたらどんなんでしょうかね。 

○岡村環境課長 市から地区に報告するほうがいいのか、岡山県が動いてますんで、もちろん岡

山県と区長さんとの要望等々もございますんで、そこらあたりも県と協議をさせていただいて対

応できるような形を取っていきたいと考えております。 

○草加委員 ＰＦＡＳの最終処分場って日本に何か所あるかっていうことをお尋ねしたいんです

けれども、分かりますでしょうか。 

○岡村環境課長 全国で何か所そういう最終処分場を、焼却施設になると思うんですが、それが

あるかというのは把握しておりません。岡山県内で４つか５つかというようなことは耳にはして

おりますけど、詳細な数字に関しては把握しておりません。 

○草加委員 最終処分場が何か所かあるのであればそれに小分けにして運べば短期間で処分が終

わるのかなとか思ったんですけど、例えばそういうことは行政指導をされたということは聞いて

はいないでしょうか、県から。 

○岡村環境課長 お聞きしておりません。 

○藪内委員 前に４０周か５０周ぐらいでしょうということだったんですが、先日の市長の回答

で完了時期は現時点では未定ですと言われましたが、全く未定なんでしょうかね。 

○岡村環境課長 私も県に問うとりますが、県も完了時期は未定とお聞きしております。しかし

ながらも、前回の委員会でどれぐらいかかるなら、日数をのお尋ねがあったもんですから、全体

の数量を１６袋ずつ出ていくと想定して計算したらこれぐらいになるのかなという答弁させてい

ただきました。 

○中西委員長 ほかにはよろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○岡村環境課長 最終処分場のダイオキシンの測定結果について御報告いたします。 

 同年２月２９日に基準値超過があり、地区説明会並びに厚生文教委員会にて御報告をさせてい

ただいたとおり、３月から経過観察として水質検査を実施しております。また、地元の協議の中

で３か月ごとの経過観察を行うという中で、８月２８日に５回目の検査を実施しているところで

ございます。検査結果につきましては最終日より約１か月程度要することから、９月下旬になっ

ておるところでございます。 

○中西委員長 よろしいですか。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○岡村環境課長 クリーンセンター備前の２号炉の修繕工事について御報告させていただきま

す。 

 ６月２１日より休炉とし、第１期工事として焼却炉乾燥傾斜天井工事を６月２４日から７月８

日の１５日間の工期で修繕を行いました。その後、第２期工事としまして吸じん部側壁耐火物の

改修工事を７月２０日から７月２９日の１０日間の工期で修繕工事を実施いたしました。また、

この工事期間は１炉運転での焼却作業となったことから岡山市の東部クリーンセンターへの搬出

を行い、７９社１３４トンの搬出のほうを行いました。 

○守井委員 現在、完全に直ってから使っておるというような状況でしょうか。２炉で運転して

おるということで把握しとってよろしいんでしょうか。 

○岡村環境課長 現在、２炉で運転しておるところでございます。 

○中西委員長 ほかにはよろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

********************* 所管事務調査（市民生活部、総合支所部） ********************** 

 所管事務調査に移りますけども、何かありますか。 

○立川委員 窓口の対応についてということで私もこの前お話をさせてもらいました。システム

不備があるのになぜそれを修正もしないで表に出されるのかな、その辺のことについて見解をお

尋ねしたいと思います。 

○文田市民課長 委員御指摘のシステムの不備の点については、今回の一般質問でも御指摘いた

だいた窓口申請ツールに関する料金の表示のことと考えております。 

 窓口申請ツールにつきましては、仕組みとしてコンビニ交付の仕組みを活用した窓口での申請

の機械になっておりますので、表示はコンビニ交付と同様の手数料表示となりますので、端末の

付近に窓口の手数料となりますという旨、表示をさせていただいております。したがいまして、

運用上特段の問題はないのかなと考えております。 

○立川委員 不備なシステムですよね、我々から見たら。コンビニ交付の分をじゃあ窓口で使わ

なかったらいいわけです。窓口システムは窓口システムの分を使えばあそこの画面に３００円て

出せるわけでしょ。そうじゃなくてコンビニ交付用の窓口のシステムツールを使っているから画

面上１０円と出てきますけど、本当は３００円下さいねというて紙貼ってあるじゃないですか。

それがおかしいでしょと。 

 窓口ツールがどうで、直らなくて、部長に前回お聞きしたら費用もかかるんですよ、大変なん

ですよというお話をお聞きをしております。ではなくて、市民の側に表示するのに法的には何も

問題ないと。じゃあ、根拠法は何ですかとかと。よその自治体にはぼったくり防止条例というの

もあるんですよ。価格をしっかり表示してください、我々は喫茶店行きました、メニュー見まし

た、アイスコーヒー３００円て書いてあります。じゃあ、アイスコーヒー２つね。６００円。レ
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ジのところ行ったら、これごめん、下に１杯８００円になりましたというて書いとんですわとい

うて。あんたメニューに３００円というて書いとうやないの。何でここへ来たら８００円になる

ん。あのメニューを前のシステムでつくってまだ更新してないんですわ、通用すると思われます

か、心情的に。嫌でしょ。ぼったくられよう気がするじゃないですか。それやめましょうという

自治体がそのぼったくり基本条例でちゃんと明記してあります。という自治体もございます。 

 ところが、備前市は１０円と機械上出てくるのにその前段があって言ったように手数余分にか

かるんですよ。マイナンバーカードこなして探してこっちかな、いやこっちかなというてして、

パスワードて出たら押して、画面変わってタッチしたらお待ちくださいが出て、待っとったら何

ですかというたらできましたからというてここに申請者の名前だけ入った用紙はこっちへ出てく

るんじゃなくて奥へ出てくるんです。それができたら呼んでくれる。ほいで、今日は何か要られ

るんですか、ここへ書いてください。名前とあれしかないですから、誰のものが何が要るかもう

一遍書いてくださいと。書いてお願いしますというて出して、お待ちくださいというて待って、

できましたというてお金持っていって画面見たら１０円が３００円頂戴というて書いてあるん。

この手間、最初からカウンターでこれお願いしますというて出したらお待ちくださいというてで

きたらすぐ呼んでくれますわ。書かない窓口って書いてあるのに書かすなと。出た表示が窓口の

システムツールはコンビニ交付用にしていますから１０円の表示が出ます。本当は３００円頂戴

って何かおかしくないですかというお尋ねです。 

 心情的に何かおかしいじゃないんですか。それだったらはなからタッチパネルにしたときに３

００円が出ますというシステムにしとくべきでしょ。それは窓口システムツールでそうなってい

ます、コンビニ交付用、じゃあ窓口で使えないわけじゃないですか。それを市民サービス大きな

顔してされるのは問題ないかなという思いでお尋ねをしております。 

○文田市民課長 書かない窓口で出てくるペーパーについては窓口で書いていただいている請求

書にマイナンバーカードに４情報が入っているものになります。あくまでも請求書の記入の省力

化を目指しているものになります。窓口申請ツールにつきましてはコンビニ交付と同様なので、

直接証明発行ができているっていうところで、出てくるものが証明発行するものなのか、請求書

であるのかっていう役割が根本的に違うところはありますので、それぞれに特徴といいますか、

役割があるものと考えております。 

○立川委員 だから、窓口発行システムツールでマイナンバーで受け取るから窓口になったわけ

でしょ。今おっしゃったようにじゃあ申請者のデータが入る、タッチパネルでじゃあ何が要りま

す、住民票下さい、印鑑証明下さいというタッチパネルが進んでいって完了を押すと出てこない

かんですよね、コンビニと一緒だとすれば。コンビニだったらタッチパネルでいって印鑑証明下

さい、１通。完了を押したら出てきまっせ。おっしゃったように証明発行できますよ。何で同じ

システムを使っとんのに証明発行、印鑑証明書の証明が出てこないんですか。という矛盾あるで

しょう。タッチパネルでそこまでいくんなら最後１通というて書いて完了を押したら証明発行は
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できないかんやないですか。できませんよ。申請書に名前が入ったもんだけ奥に出てきますよ、

プリンターに。職員がそれを持ってきてこれに書いてくださいじゃないですか。証明発行なんか

出てきません。それもシステムとしては中途半端じゃないですか。 

 課長おっしゃったように、書かない窓口でマイナンバーセットしていって押していって、完了

を押したら印鑑証明が出てきたらいいじゃないですか。よくないでしょ、今の下のシステム。各

総合支所のシステム出てこないでしょ。ところが、完了で１０円だけ出てきます。それ見てまた

書かなあかんのですからね。 

 だから、出てくるものにしてほしいなと。出てこないんやったらはなからこちらの申請書に御

記入くださいのほうが早いですよ。システムは完璧にできたもんについていいじゃないですか、

３００円なら３００円でも。３００円が出てきてしょうがないなというて納得して押して証明書

もらって３００円払って帰ったらいいじゃないですか。 

 １０円というて頭の中へ入ったのが出るときに３００円言われたらぼったくりですかという話

になります。 

申し訳ないんですけど、そういうシステムは勘弁いただきたいなというところのお話です。 

○守井委員 言葉の発信にはよく気をつけていただきたいと私は思いますので、市民が聞かれた

ら市がぼったくりをしているように聞こえるようなことも感じられますので、よく気をつけて発

信していただきたいと私は思います。 

○中西委員長 そういう意見がありましたけど、取りあえず質問が投げかけられているんで、答

弁を。 

○文田市民課長 委員御指摘のとおり、市民の方にできるだけ分かりやすい仕組み、手順で御利

用していただけるよう検討していきたいと思います。 

○中西委員長 ほかに何か皆さん方のほうから所管事務調査の御希望はありますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、所管事務調査を終了いたします。 

 以上で厚生文教委員会を閉会いたします。 

              午後３時１３分 閉会 


